
 

～ 人の心が織りなす幸せ社会 

“ほっとまち”桔梗が丘 ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      と き  令和元年 5 月 18 日（土） 

午後１時 30 分 

ところ  桔梗が丘市民センター 講 堂 

 

 

桔梗が丘自治連合協議会 
 

桔梗が丘小学校自然体験学習 
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ごあいさつ 

 

「平成３１年度定時総会資料挨拶文」 

 

「安心・安全」桔梗が丘“ほっとまち” 

 

 皆さま方には地域ビジョン「桔梗が丘“ほっとまち”構想」の実現に向けて、ご理解、

ご協力をいただきありがとうございます。 

 社会生活環境の多様化が進む中、私たちが日々「安心・安全」で過ごせるためには、

地域ぐるみでの助け合いの社会や安らぎのある快適なくらしが感じられるまちづくりが

不可欠であると思います。 

 当自治連合協議会の各委員会・部会・各自治会（区）・各プロジェクト事業部は住民の

皆さまや行政関係機関のご協力の基、次の取り組みを行っています。 

＊みんなが安心して暮らせる治安の良い地域社会の推進 

＊防災意識の高揚を図り、いざという時に助け合える地域社会 

＊交通事故のない安全な地域社会 

＊子ども、高齢の方、障がいのある方達の日常生活を支援する地域社会 

しかし、まだまだ多くの課題があり、一人でも多くの皆さまのご協力をお願いしたく

思います。 

また、本年度は特に次の課題に取り組みたく思います。 

＊桔梗が丘地域の防災意識の高揚を図り「災害に強い桔梗が丘」の構築 

＊通学路・生活道路の自歩道安全確保 

 

住民は誰もがそれぞれが主役であり、お互いが共生により日常生活を営んでいます。

多くの皆さまのご参画をお願い申し上げます。  

 
 
               令和 元年５月 

               桔梗が丘自治連合協議会 会長 辻森保蔵 
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定 時 総 会 次 第 

 

１．開会の辞 

２．会長あいさつ 

３．ご来賓あいさつ 

４．議事 

（１）総会成立宣言 

（２）議事録署名人選任 

（３）議長・副議長あいさつ 

（４）議案第１号 平成３０年度事業報告及び協議会会計決算の承認に関する件 

   （監事の監査報告後審議、承認の議決） 

（５）議案第２号 平成３０年度“ほっとまち”プロジェクト事業報告及び特別会計決算の承認に

関する件 （監事の監査報告後審議、承認の議決） 

（６）議案第３号 平成３０年度市民センター事業報告及び市民センター会計決算の承認に 

関する件 （監事の監査報告後審議、承認の議決） 

（７）議案第４号 桔梗が丘自治連合協議会規約一部改定の承認に関する件 

～ 休 憩 ～ 

（８）総会成立宣言 

（９）議長・副議長選任とあいさつ 

（１０）議案第５号 桔梗が丘自治連合協議会理事・監事交代の承認に関する件 

（１１）議案第６号 平成３１年度事業計画（案）及び協議会会計予算（案）の承認に関する件 

（１２）議案第７号 平成３１年度“ほっとまち”プロジェクト事業計画（案）及び特別会計予算 

（案）の承認に関する件 

（１３）議案第８号 平成３１年度市民センター事業計画（案）及び市民センター会計予算（案）の 

承認に関する件 

５．議長議事終了のあいさつ 

６．閉会の辞 
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議案第１号 平成３０年度事業報告及び協議会会計決算の承認に関する件 
 

 平成３０年度自治連合協議会の主な事業の取り組みとその成果報告及び協議会会計の決算報告を別

紙のとおり行います。 

 なお、平成３１年４月１４日に監事より協議会会計決算及び事業の監査を受け、適正に執行された

ことの承認を得ています。 

別紙１   平成３０年度委員会・部会事業報告書 

別紙２－１ 平成３０年度協議会会計決算書 

別紙２－２ 平成３０年度末の財産目録及び積立金残高報告書 

別紙３   平成３０年度協議会会計決算監査及び業務監査報告書 
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別紙１．平成３０年度委員会・部会事業報告書 

総 務 委 員 会  

平成３０年度事業計画 実      績 評価及び反省 

１．総務、理事会、自治連合会

等の会議の円滑な運営を

目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．規約、規則、規定等の制定

又は改正による協議会運

営の充実化と円滑化を図

る。 

 

 

 

３．協議会財務内容を点検し、

財務方針の明確化を目指

す。 

 

 

（１）総会の開催 

 平成３０年５月１９日（土）

午後１時３０分から開催さ

れ、下記事項が承認された。 

① 平成２９年度事業報告及

び会計決算・監査報告 

② 平成２９年度市民センタ

ー事業報告及び会計決算・

監査報告 

③ 平成２９年度“ほっとま

ち”プロジェクト事業報告

及び特別会計決算 

④ 協議会会長及び理事・監事

交代の件 

⑤ 平成３０年度事業計画案

及び、協議会会計予算 

⑥ 平成３０年度市民センタ

ー事業計画案及び会計予

算 

 ⑦ 平成３０年度“ほっとま

ち”プロジェクト事業計画

案及び特別会計予算 

（２）理事会の定期的開催 

（３）自治連合会の定例的開催 

 

次のとおり、規程・規則の改正

案を作成した。 

 

（１） 桔梗が丘子どもたちと地

域の絆づくり事業連絡協

議会規約の改正 

  

市民センター職員の勤務体系の

変更にともない、給料等の明確

化に努めた。 

 

 

◎桔梗が丘自治連合協議会とし

て９年目をむかえた諸会議

は、ほぼその目的を達成した

ものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎いままで見直されていなかっ

た絆づくりの規約を整備し、

３１年度よりより適切な運営

を行えるようにした。 
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４．指定管理者として、協議会

事業と市民センター事業

との協働を図り、相互の事

業の充実化を目指す。 

 

５．協議会事業の成果を高める

ため総務委員会として２

つの事業を実施する。 

①講演会の実施 

 

②研修会の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．敬老の日の行事 

   

 

 

 

 

 

予算額合計 

   ３，５７８，４００円 

  

市民センター祭を共催するなど

積極的に協働、充実を図った。 

 

 

 

（１）講演会 

 平成３０年１０月７日（日）

午後１時半より 大会議室 

 テーマ  

「公民館から市民センターへ 

  今、求められる市民センタ

ーとは？」 

講師 帝塚山大学 名誉教授

中 川 幾 郎 

 

（２）研修会 

   今年度は行わなかった。 

 

 

実施日 平成３０年９月１７日 

*70 歳と 88 歳の方に長寿記念品

（＠2,000 円の商品券）を贈呈 

対象者 372 名 昨年度比 26 名増

  決算額 ７４４，０００円 

 

 

決算額合計 

   ２，７６１，０９２円 

 

 

 

 

 

 

◎４０名近くの参加があり、内

容も非常に良い講演でした。 

 参加者から、もっと多くの人 

に聞いてもらうべきだとのご 

意見をいただき、次回からは 

 回覧ではなく、各戸配布にて 

参加を呼びかけることにす 

る。 

 

 

◎今後も必要に応じて行ってい

くべきだと思っている。 
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企 画 運 営 委 員 会  

平成３０年度事業計画 実      績 評価及び反省 

１．各プロジェクト事

業支援、推進 

お助けセンター事業 

受付、コーディネ

ート、事務処理等の

専従常勤体制の構築 

 

 

 

 

 

 ほっとまち茶房きき

ょうの事業 

  ロビー活用計画 

 

 

 

子どもたちと地域の

絆づくり事業 

  環境教育推進事業 

 

 

 

みどりの会事業 

  環境教育推進事業

支援 

 

 

 

 

ききょう農楽園事業 

  ６次産業化推進の

ものづくり支援 

 

 

 

 

 

“ほっとまち構想”事業の推進 

 

10 月からの協議会・市民センター新体

制で、お助けセンター受付、事務機能等に、

協議会事務局が期待されましたが、まだ、

手が回らず、お助けセンターの外出支援者

増員で対応しています。 

配食サービス事業は、南市民センター厨

房の本格稼働から床清掃、フード、換気扇

等の汚れがひどく、市民センターとの調整

で、清掃が実施されました。 

歌声喫茶は楽しみに来られるフアンが

増えて、ロビーにあふれるばかり。普段の

テーブル，柱回り、カウンター等の利用は

多岐にわたり、充実され、市民センターの

ロビーとくつろぎの場の一体化が進んで

います。 

 今年は、桔梗が丘小学校児童たちに自然

環境の大切さの理解を深めることを目的

とする環境教育推進事業として、みどりの

会、快適環境部会、ふれあいの森グリーン

ボランティアとの連携で、ふれあいの森を

観察対象に行われました。 

 桔梗の森公園は、枯れ松の伐倒処理と 

合わせて各種植樹と、花の移植等も行い、

みどりの維持に努めています。又、偶数月

の第一月曜日にはクリーン清掃管理をお

こなっています。桔梗が丘小学校生徒たち

の環境教育事業としてのふれあいの森等

の整備、観察指導等が行われました。 

扱い易いジャガイモ、玉ねぎ、サツマイ

モ、里芋の根菜類でも天候、土地の滋養の

状態で、出来具合が違います。まだ、畑に

は、石ころが多く、人参、大根等は不揃い

でしたが、農薬を使わない野菜は、皆さん

に好評です。 

又、ものづくり分科会による、好評な黒

酢菊芋ドレッシングの加工は、日産 30 本

 

 

お助けセンターの受付業務

は、ボランティアに月曜日、金

曜日以外の常時の体制をする

には困難で、協議会事務局・市

民センターとの調整が必要で

す。住民からお助けセンターへ

の支援要望は、ますます増えて

おり、受付は、支援者増強も合

わせ、課題です。 

サークルの開始前、終了後が

茶房での談笑となっています

が、人待ち利用者は、雰囲気が

異なっており、幅広のソファも

あるロビーの共存も期待され

ます。 

 

昨年に続きの課外学習的事

業として、環境教育推進事業

は、事前準備調整もあり、非常

に好評でした。小学校恒例事業

として、継続されることが期待

されます。 

 桔梗の森公園は、富士講田

池、孫蔵池が、遊歩道として、

親しまれていますが、距離が短

いのが難です。以前、住民から

要望のあった丈六池の周遊路

が望まれます。一方、池へのゴ

ミ廃棄対策に悩んでいます。 

 特定曜日による作業でなく、

天候に合わせて、耕起、肥料散

布、畝づくり、草取り，中耕、

土寄せ、等が必要です。平日も

作業の出来る人員増強が望ま

れます。 

今後、ものづくりの素材の保
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ききょう学び舎(地

域デビュー講座)推進 

  市民センター主催

講座の開設 

 

２．“桔梗が丘ほっとま

ち”フェスタの開催 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．広報一元化推進 

 広報委員会による協

議会、自治連合会、市

民センター、部会、プ

ロジェクトおよび住民

交流の情報発信の一元

化へ向けて、情報収集、

編集、制作、校正、印

刷、発行までの工程の

組織的推進を支援しま

す。 

 

 

予算額合計 

２００，０００円 

 

 

体制の目途が出来ました。 

市民センター体制変更で、準備等が出来

ず見送られました。 

 

 

 

日時：１１月４日(日) 

 会場、市民センター、農楽園会場 

当日は、出足が雨模様で、他所での催し、

区・自治会の催しと重なり、農楽園豚汁は

100 食完食で、人気抜群でした。農楽園会

場催し、市民センター催し、どちらも参加

した人達もいましたが、各催し参加総数

は、合計 429 名。協議会の活動を知っても

らう為の、ギャラリーの展示場への誘導と

して、飴のつかみ取り、近大高専ロボット

歩行、ほっとまち寄席等の試みは、効果は

いま一つでした。フェスタ開催後、フェス

タがあったことを知らない、チラシを見て

いない人もあり残念の感がありました。 

 

 

 

機関紙発行と各部会、プロジェクトの各

戸配布、回覧等、住民への広報の状況調査

から、協議会活動の広報は、名張市広報の

ような、活動情報の一覧性と情報の有効期

間が必要です。そのため、情報収集、発信

の機器のパソコン、プリンター、カメラ、

ビデオ、付属一式及び編集ソフト等、個人

使用から、協議会としての環境を、ゆめづ

くり協働事業交付金 770,000 円、協議会負

担金 74,480 円合計 844,480 円で整備しま

した。 

 

 

決算額合計 

１５８，１４９円 

管等、製作時期との調整が必要

となります。 

現在の協議会活動への参加

動機付けの講義は来期に。 

 

 

 

スタッフの努力に対し、参加

者が伸びなかったが、協議会活

動の、メンバー同志は、お互い

知り合う交流の場となりまし

た。 

一般住民に、協議会活動を知

ってもらうフェスタではなく、

協議会活動全メンバーの交流

を主としたフォーラム的なこ

とも視野に入れ、次回の内容、

開催時期の検討を行う必要が

あります。 

又、協議会活動の広報の仕方

について、十分に周知する方法

を検討する必要があります。 

 

紙媒体と HP 等の掲載情報の

収集、編集、校正等の組織的取

り組みや、協議会事務局、市民

センターとの連携を進めて行

くことが必至となります。 

又、発信する情報の住民への伝

達の時差短縮、解消等のための

方法も検討課題です。 
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広 報 委 員 会  

平成３０年度事業計画の内容    実            績 評価及び反省 

１.自治連合協議会が地域の皆さんに発行・配付

している印刷物を、本年度に集約します。 

２.発行と配付の現状 

配付している内容は、協議会の活動報告、行

事の案内、安全警告、報告などを知らせてい

る。 

  発行は３委員会、６部会、プロジェクト事業

部、市民センタ－の各々が独自に発行し、回

覧板の経路で届けている。配付は、各戸と回

覧による。 

 

 

３.現状の主な改善点 

  発行側では、紙面の文章やレイアウトの不統

一、情報の重複、経費の削減が困難など。 

  読者の側では、情報不足や時系列でないため、

便利を欠いている部分が有ると思われ改善が

必要です。 

４.改善の計画内容 

  ① 協議会が地域の皆さんに発行している印 

刷物を｢ききょう通信｣に集約する 

  ② 全面カラ－印刷、Ａ４判で６～８頁。体裁

は半折り仕上げ 

  ③ レイアウト一新。新聞の全国紙とタウン紙

の中間が目標。編集長ソフト導入する 

  ④ 掲載記事の範囲拡大。地域の隅々まで全域

の桔梗が丘を対象にする 

⑤ 題字「ききょう通信」を変更。親しみやす

い名に 

  ⑥ 版下製作外注を内製化。編集長ソフト導 

入、技術スタッフの確保 

  ⑦ 頁数増になるので、配付の手法を検討する

５.改善日程 

上期は、昨年と同じ形式で｢ききょう通信｣を

発行しながら、改善の資料を積み上げ､方向付

けをする。 

下期から、試作・本番・改訂版発行と進める

計画。 

計画１～２ 

協議会が地域に配布して 

いる印刷物を「ききょう通 

信｣に集約する活動は｢協議 

会事業案内を９月号から開 

始した。３月号では写真や 

イラストで紙面を整え行事 

のＰＲを加えたが、読者の 

要求を満たしていないので 

改善を続ける。集約による 

経費削減などの効果に寄与 

していない。 

計画３ 

  紙面の改善についてはパ 

ソコン・ソフトの導入で計 

画したが、購入が遅れ計画 

３と４の③④の成果は得ら 

れなかった ｡ 

計画４と５ 

  広報委員会の改善に｢広 

報一元化」の活動を計画し 

Ａ３判のモニタ－付パソコ 

ンとプリンタ－等の購入を 

計画した｡高級な設備なの 

で選択に時間を費やし購入 

が遅れた。 

   

 

 

 

 

 

計画５ 

カラ－印刷での「ききょ 

う通信」を年度初号から開 

始した。 

 

 

  発行物の集約は関

係者での意見交換を

何度も重ねる必要が

ある。新年度からは

問い合わせが無いよ

うに掲載したい｡ 

 

 

 

 

 

 

下期からは新設設

備で稼働する計画だ

ったが、年度末にテ

スト版の発行に終っ

た。運営能力不足が

原因と反省してい

る。新年度から新設

備の稼働、ｅまちな

ばりサイトの運営、

新桔梗中学校の報道

など課題を抱えてい

る。 
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上期「ききょう通信」の発行６～９月で４回

発行。(Ｂ４判 2回､Ａ４判２回)、 カラ-印刷

６.下期。改善後の「ききょう通信」を発行。 

10～３月３回発行。Ｂ３判､４頁。カラ－印刷。

７.ホ－ム・ペ－ジの見直し 

平成 31 年度に活動する。 

 

 

 

 

 

 

予算額合計  

 

     ５４０,６５０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上期２頁で  ６～９月４回 

下期４頁で１０～３月４回 

平成３１年１月号をＡ４

判２頁で臨時発行した。 

計画７  

  管理するスタッフ不足で 

他組織から応援を受けて来 

た。３１年度から名張市の 

｢ｅまちなばり｣ききょうサ

イトで運営する計画。 

 

 

 決算額合計 

 

     ５９１，７１７円   

 

 

 

 

 

ｅまちなばりサイ

トの本格配信を急ぎ

たい。 
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健 康 推 進 部 会  

平成３０年度事業計画  実   績 評価及び反省 

１、ききょう健康まつり 

地域のみなさまに健康について

再認識していただき、又暮らしの

中で健康作りを考え実践し、いき

いきとした桔梗が丘を目指す。 

予算額 １７０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２、ニュースポーツ世代間交流大

会 

 スポーツを通じ地域の交流の輪

を広げ明るく活力のある地域社会

を推進する。又親子や住民間の親

睦及び絆づくりを推進する。 

 

 

予算額 １００，０００円 
 

３．体操会との協働事業 

桔梗が丘の各地域で行われてい

る体操会の継続・発展を図る協働

事業、及び夏休み小学生児童の参

加を促すための参加賞等への補助

内容 歯チェック、骨密度チェッ

ク、メタボチェック、よろ

ず健康相談、高齢度チェッ

ク、リズム体操、スクエア

ステップ、ビンゴゲーム、

インボディ 

場所 桔梗が丘市民センター 

実施日 H30.11.25（日） 

参加者 781 名 

「よろず健康相談」37 名、「骨

密度測定」80 名、「歯チェック」

58 名、「ガム噛むチェック」58

名、「高齢度チェック」120 名、

「インボディ」100 名、「スク

エアステップ」35 名、「リズム

体操」83 名、「ビンゴゲーム」

210 名 

決算額 体操講師代 20,000 円

景品代花、野菜 

  60,000 円

諸雑費（弁当代他） 

29,869 円

計 １０９，８６９円 
 

内容 グランドゴルフ、クロリテ

ィー、ガラッキー 

場所 桔梗が丘小学校 

実施日 Ｈ31.3.23（土） 

参加者 大人 57 名、子供 14 名 

決算額 景品代  14,089 円 

運営指導 15,000 円 

諸経費   8,360 円 

 計  ３７，４４９円 
 

桔梗が丘体操会、５番町第１区、

南地区、桔梗が丘西地区、２番町

第１区 

参加児童 334 人 

決算額  １００，２００円 

健康まつりについては、800

名に近い入場があり、特に健

康チェックでは「インボディ」

が人気あった。「骨密度測定」

では申込 98 名中 80 名実施。

40 分機械故障のため 18 名測

定できなかった。31 年度はそ

ういうことがないようにしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

地域とのコミュニケーション

が図れて楽しくゲームが出来

た。もう少し父兄、児童を増

やしたい。 

 

 

 

 

 
 

6 月 1 日より２番町第１区で

ラジオ体操を始めました。こ

れで桔梗が丘地域ではラジオ

体操を行っているのは５地域

になり、喜ばしいことです。
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事業 

実施日 4 月 1 日から翌年の 3 月

31 日 

予算額 １００，０００円 
 

４．ききょう健康講座 

生活習慣病の予防や暮らしの中

でみんなが健康について考え実践

していくことをテーマに「ききょ

う健康講座」を開催して地域の皆

様に健康啓発を促していく。 

１）らく楽！体操教室＜参加費無

料＞ 

「対象者」桔梗が丘在住で 65 歳以

上の方、医師より運動制限を受け

ていない方 

インストラクターの先生による体

操教室・心地いいストレッチでリ

ラックス 

場所 桔梗が丘南市民センター 

実施日 前期 4月～9月 月2回

12 回 

後期 10 月～翌年 3 月 

月 2回 12 回 合計 24 回 

予算額  120,000 円 

２）楽しい健康つくり講座 

＊健康に関する講演を行う 

場所 桔梗が丘市民センター 

実施日 平成 31 年 2 月 24 日（日） 

予算額 20,000 円 

３）健康体操（リズム体操）を実

施 

場所 桔梗が丘市民センター 

年 5回 7 月、9月、11 月、1月 

3 月に実施。 

  予算額  50,000 円 

 

４）健康ウォーキング 

場所 上野森林公園 

実施日 ６月 実施予定 

予算額 60,000 円 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

場所 南市民センター 

前期   30 名 4 月～9月 

後期   38 名 10 月～3月 

決算額 講師料  120,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場所 桔梗が丘市民センター 

実施日 Ｈ31.2 月 24 日（日） 

参加者 58 名 

 

決算額 5,040 円 

場所 桔梗が丘市民センター 

実施日 7 月 6 日,9 月 14 日,11

月 16 日,1 月 7 日,3 月 1 日 

参加者 合計 183 名 

決算額 講師料 30,000 円 

諸経費 15,381 円 

 合計     45,381 円 

雨天の為中止 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

無理せず運動習慣を身につけ

ることにより、筋力や基礎代

謝が向上し生活習慣病の予防

や関節痛対策、口腔ケアなど

身体の機能改善を目指しま

す。男性のみなさんの参加を

期待します。 

 

 

 

 

 

 

 

「お薬のヒヤリはっと体験か

ら学ぶ」及び「誤嚥性肺炎の

予防」について講演を受けた。

 

 

平均して人気がある体操です

ので継続していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 12 - 
 

５）生活習慣病予防料理教室 

 生活習慣病を予防する料理の知

識・実技講習研修 

  予算額  40,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６）スクエアステップ 

躓き転倒及び認知症予防に効果

があり簡単に楽しくできるエクサ

サイズ 

予算額  30,000 円 

 

 

 

７）広報紙を発行する（回覧） 

健康に関する情報を記載、月１

回発行する。 

予算額 30,000 円 
 

予算額 ３５０，０００円 
 

５．市の集団がん検診を桔梗が丘

で実施する。 

予算額 １０，０００円 

 

 

 

６、名張ケンコ！ーマイレージ導

入ばりばり参加で、ばりばり元

気！ポイント貯めて、なばりで消

費～ 

予算額合計 ７３０，０００円 

 食生活改善推進協議会百合根

会の指導のもと栄養に関する知

識を学んだ。 

場所 市民センター調理室 

実施日、参加人数 

夏バテ疲労回復 

7.24（火）16 名 

 菊イモを使った料理 

11.27（火）25 名 

 腸の免疫力回復料理 

2.26（火）20 名 

合計 61 名  

決算額 材料不足分 1,474 円 

同じ    4,754 円 

百合根会謝礼 10,000 円

合計 16,228 円 

場所 桔梗が丘市民センター 

   南市民センター 

実施日 4月～翌年3月 月 2回

24 回 参加者 83 名 

決算額マット袋謝礼 2,600 円 

   諸経費    7,364 円 

リーダー会議     700 円 

 決算額 10,664 円 

発行は 4月～9月迄発行しまし

た。10 月から 3月いっぱい休刊

中です。 

決算額  0 円 
 

 決算額 １９７，３１３円 
 

受診者数 肺がん 34 名、胃がん

36 名、大腸がん 48 名、乳がんマ

ンモ 53 名、子宮がん 35 名 

合計 206 名 

決算額 弁当代 ９，３５０円 

 

イベント登録については地域経

営室へ１６種目提出。 

 

 

決算額合計 ４５４，１８１円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 17 年度までは福祉協会

の指導でリーダーを育てるた

め指導していただいた。現在

はリーダー中心におこなって

いる。 

男性のみなさんの参加を期待

します。 

 

平成 31 年度の発行について

は現在検討中。 

 

 
 

 
 

平成 31 年度も桔梗が丘でが

ん検診を実施します。 

 

 

 

 



- 13 - 
 

住 民 交 流 部 会  

平成３０年度事業計画 実      績 評価及び反省 

１．桔梗が丘夏まつり 

子どもから大人まで地域住 

民が参加し、様々な催しを楽

しみ親睦を深める。又地域の

人々に地域住民の交流を発信

する場とする。 

実施予定日 

平成３０年８月１８日（土） 

実施内容 

① 模擬店 

② 盆踊り 

③ パレード 

④ アトラクション 

⑤ 模擬店利用券の配布 

その他 

・駐車場の確保 

・シャトルバスの運行 

・会場警備を警備会社と消防団

に依頼。 

 

 

 

 

予算額 ７６０，０００円 

 

 

２．ハッピーニューイヤー 

ききょうフェスタ 

・新年を祝う行事として位置付

け、桔梗が丘住民相互の親睦

を図り、住民参加・住民自身

でまちづくりを推進していこ

うとする意識を高める。 

・対象は桔梗が丘地区の乳幼児

及び児童生徒 

・内容 

① 世界のおもちゃ体験 

② 科学あそび教室 

１．桔梗が丘夏まつり 

実施日：平成３０年８月１８日

（土）１７時より桔梗が丘商店街

に於いて開催。参加人数 約 4,000

人 

・イベント内容  

① 模擬店は３７店が出店。フリ

ーマーケット４店も模擬店と

して配置した。 

② 盆踊りは、地域の婦人会を中

心に住民総踊りの形式で、２部

制で実施した。 

③ 桔梗が丘中学校音楽部は桔

梗丘高校吹奏楽部に代わり、パ

レードと演奏を行った。 

④ アトラクションは桔’ずセミ

ナーのよさこいソーラン、ジャ

ズダンス、フラダンス、伊賀琉

真太鼓と盛りだくさんであっ

た。 

⑤ 地域の全戸に２００円の模

擬店利用引換券を配布。 

 

  決算額    ５８８，６０８円

 

 

２．ハッピーニューイヤー 

ききょうフェスタ 

実施日：平成３１年１月１３日（日）

・実施にあたっては、世界のおもち

ゃ体験を地域福祉部会、科学あそ

び教室は教育文化部会の協力を得

て実施した。 

・参加者は１３５人（乳幼児２３人、

小中学生６２人、成人５０人） 

スタッフは４０人が協力。 

 

 

 

・天候に恵まれ、比較的涼

しい中で、大きな事故や怪

我なく無事終えることがで

きた。 

・熱い中での開催行事なの

で熱中症対策を十分とる必

要がある。 

・模擬店の利用券は引換に

来てくれた全ての方が交換

できた。（約 1,330 枚） 

・盆踊りの２部制は、良か

った。親しみやすい曲目で

小さい子の参加が増え、盆

踊りを盛り上げることがで

きる。 

・桔梗丘高校吹奏楽部に代

わり今後は、桔梗が丘中学

校音楽部の出演による夏祭

りの盛り上がりが期待でき

る。 

 

 

 

 

 

 

・子どもたちの参加が昨年

より 10 人増えたが、振舞を

復活させたことによる影響

かどうかははっきりしな

い。しかし、参加者からは

振舞の復活を喜んでいただ

いた。 

・「世界のおもちゃ体験」

を地域福祉部会の協力で、

「科学あそび教室」は教育

文化部会との協働事業とし
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③ 百人一首体験 

④ 振舞（豚汁・赤飯） 

⑤ お菓子屋台村 

 

 

予算額  １７０，０００円 

  

 

 

予算額合計  

    ９３０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決算額   １５７，４２９円

 

 

 

決算額合計 

７４６，０３７円

 

て、スムーズに進行できた。

・昨年度より始めた「百人

一首体験」は、２３人の参

加者があった。次年度も参

加者を募り実施していきた

い。 
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教 育 文 化 部 会  

平成３０年度事業計画 実 績 評価及び反省  

１．第 14 回桔’ずセミナー 

地域の子ども達が地域の大人

と共に、学びながら触れ合う。

地域のおじさん・おばさんとし

て子どもを見守る。 

 

 

 

 

 

予算額：３４０，０００円 

 

２．第 22 回青少年が語る 

「こころの思い発表会」 

子どもの思いを作文発表する

ことで理解していただき、地域

の大人と子どもの距離を縮め

る。子どもを守り育てる活動に

繋げる。 

 

 

 

 

予算額：１８０，０００円 

 

３．第 22 回ふるさと歴史ハイ

キング 

地域の大人と子どもとの交流

を図りながら、地域の歴史を学

びふるさとを愛する心を育て

る。 

予算額：５０，０００円 

 

４．私の一冊文庫 

 

 

 

予算額：１６，０００円 

 

予算額合計 ５８６，０００円 

実施：夏休み（4回）冬（1回） 

内容：（夏）料理・科学・囲碁・手芸・

よさこいソーランの５講座開催。よさこ

いソーランは桔梗が丘夏まつりに参加。

（冬）料理・科学・手芸の３講座開催。

（地域フェスタ）形の不思議・いらいら

迷路・折り紙で万華鏡 

（ニューイヤーフェスタ）ゴム鉄砲・不

思議な折り紙 

参加者：延べ 1,007 人 

決算額：３３３，０４５円 

 

実施：10 月 28 日（日）桔梗が丘市民セ

ンター祭に協賛 

参加者：約 300 人 

発表者：15 人（地区内小・中学校各 3

人） 

演奏：桔梗が丘中学校音楽部・北中ウイ

ンドアンサンブル 

要約筆記：3人 

来賓：中森 早苗室長 

募金額：36,000 円 

冊子配布：作文を冊子にして配布 

決算額：１６１，８４１円  

 

実施：11 月 10 日（土） 

参加者：48 人 

講師：門田 了三 先生 

内容：「薦原の里を歩こう」 

 

 

決算額：３８，４４０円 

 

実施：毎週月曜日読み聞かせ事業 

絵本展「本とみんなとあそぼう」

実施日：7月 24 日～7月 29 日 

参加者：約 150 人 

決算額：１６，０００円 

 

決算額合計 ５４９，３２６円 

多くのボランティアや民

生・児童委員の協力を得

ることが出来た。延べ人

数で中学生・専門学生（23

人）大人（150 人）。 

多くの子どもが熱心でま

じめに取り組んでいた。

大人との触れ合いが十分

できた。子どもの参加費

やボランティアの講習会

費の値下げを行った。 

 

発表者は内容もよく、は

っきり発表が出来た。 

中森先生より温かい講評

をいただいた。 

多くの募金の協力があっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

ハイキング日和だった。

歩きの距離が長かった

が、皆さん元気に帰るこ

とが出来た。弥勒寺では

楽しいお話が聞けた。 

 

 

 

南小・東小・学童・ファ

ミリーホームなどに、「私

の一冊文庫」コーナーを

設置。 

絵本展には多くの方に来

ていただいた。 
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生 活 安 全 部 会  

平成３０年度事業計画  実   績 評価及び反省 

１．普通救命講習会開催 

（年度内 ２回開催） 

 

 

 

予算額   １，５００円 
 

２．防犯パトロールの実施 

青色回転灯パトロール 

 

予算額  ４９，０００円 
 

３．命の笛贈呈 

 

 

 

予算額  １５，０００円 
 

４．桔梗が丘自治連合協議会

自主防災隊 

 

 

 

 
 

５．桔梗が丘の危険箇所の解

消、改善の取り組みを促

進 
 

６．消火栓ホース格納箱設置 

 

 

 

予算額 ４１２，１２８円 
 

７．消火栓にホースを接続し

た放水訓練を実施 

 

 

予算額  ４０，３７２円 

 

予算額合計５１８，０００円 

平成３０年１０月２８日（日） 

参加者 ７人 

平成３１年３月２４日（日） 

参加者 １９人 

合 計 ２６人 

 決算額   １，７００円 
 

桔梗が丘防犯パトロール隊 

青色回転灯装着車１台、月４回毎回

約１時間桔梗が丘地区を巡回した。

 決算額  ５４，５０１円 
 

地区内の３小学校新入児童に贈呈  

桔小７０個  東小３３個 

南小４０個 

贈呈は地区福祉部会の方に依頼 

 決算額  １３，５００円 
 

防災訓練の実施 

各地区において、年１回は実施し、

住民の防災意識の高揚を図る。 

防災週間９月８日（土）「地域の課

題」防災について講演を実施 

決算額   ８，９６０円 
 

防犯パトロールで２４区を巡回し

て、危険個所等を点検し、異常は見

られなかった。 
 

桔梗が丘５番町２ 鳴滝公園 

桔梗が丘７番町１ １７号公園 

桔梗が丘西２番町 ２号公園 

桔梗が丘西４番町 ４号公園 

決算額 ４１４，２８５円 
 

平成３０年７月１５日（日） 

名張消防署 参加者 １１名 

平成３０年１０月２１日（日） 

名張消防署 参加者 ７名 

 決算額  ２４，６３２円 

 

決算額合計   ５１７，５７８円 
 

多くの人が参加してくれるよ

うに、平成 30 年度から 24 区に

募集を広げた結果、参加者が増

えた。 

 

２３回 延べ３９１人受講 
 

平成３０年１０月から、１台老

朽のため廃車、１台で２コース

を巡回。隊員８名。 

 
 

３小学校の入学児童等に贈呈

した。（転入生、紛失生含む）

 

 

 
 

防災の意識の高揚を図るため

防災マニュアルを作成する。 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

大規模災害が発生し消防車が

来れない時、自主防災隊と消防

団が連携し、消火栓を利用して

消化活動を行う。現在１５区設

置。 
 

設置区域が増えてきたので、平

成３０年度から、年２回に放水

訓練を実施した。 
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  快 適 環 境 部 会  

平成３０年度事業計画 実      績 評価及び反省 

Ⅰ 環境を守る活動 

 

1 公園美化運動（みどり環境

保全整備事業「桔梗が丘みど

りの会」との連携） 

桔梗の森公園のクリーン活動

を 2 カ月に 1 回実施する。雨

天の場合は翌日とする。 

(4,6,8,10,12,2 月、原則第 1

月曜日 午前 9時―10 時) 

予算額 53,700 円 

 

2 花いっぱい運動 

近隣公園や街区公園に自然の

花を植栽し、桔梗が丘の里山花

景観の復活を図る。 

予算額 50,000 円 

 

3 桔梗が丘クリーン大作戦

2018 

名張クリーン大作戦に参加す

るとともに、同作戦の趣旨に賛

同して活動する自治会を奨励

する。 

実施：6月 3日（日） 

予算額 30,000 円 

 

4 桔梗が丘ほっとまちフェス

タ 11 月 4 日(日) 

(1)キキョウなどの草花の植

栽、花木の植樹などのみどり環

境整備イベントを通じて住民

交流を図る。 

(2)桔梗が丘の「すばらしい自

然や環境、風景、情景、人々の

活躍風景」などに関する写真募

集と展示 

 

予算額 40,000 円 

Ⅰの合計 １７３，７００円 

 

 

桔梗の森公園クリーン活動 

4,6,8,10,12,2 月、第 1 月曜日 午

前 9 時―10 時実施、参加者延べ約

100 名 

 

 

 

 

決算額 16,341 円 

 

公園内や街区内の緑地にオミナエ

シやフジバカマなどの花々を植栽

した。 

 

決算額 7,980 円 

 

名張市クリーン大作戦に参加 

6 月 3 日（日）実施、部会主催行事

参加者：30 人 

参加自治会からの諸経費請求：8件

 

 

 

決算額 24,000 円 

 

「桔梗が丘ほっとまちフェスタ」 

11 月 4 日（日)に実施 

(1) 西桔梗が丘と西原町の「ぶらり

街歩き」と桔梗が丘みどりの会

と協働で、野鳥公園で植樹やオ

ミナエシの植栽を、また参加者

に豚汁や焼き芋のふるまいを行

った。約 100 人参加 

(2) 写真応募：18 名 32 点。入賞者 3

名に粗品贈呈。展示：11 月 4 日

―9日 

決算額 46,324 円 

Ⅰの決算合計 ９４，６４５円 

 

 

公園内ゴミは酒類の空き缶、

弁当容器殻、ビニールに入れ

た犬のフンなど相変わらず多

く、啓発活動の必要を痛感す

る。 

 

 

 

 

 

引き続き他の公園や緑地に野

生の花々を広めていきたい。

 

 

 

 

継続して参加自治会の広がり

を求めていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

参加者が少なかった。 

 

写真展は関心も高く、継続し

ていきたい。 
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Ⅱ 環境を知る活動 

1 桔梗が丘小学校での児童の

自然体験学習支援  

（東山ふれあいの森公園）(実

施日:10 月 30 日予定)  

（「子どもたちと地域の絆づく

り事業」「みどり環境保全整備

事業『桔梗が丘みどりの会』」

との協働連携） 

2 近隣公園など桔梗が丘付近

の自然を知る活動 

(1)春のハイキング（東山ふれ

あいの森）5月 7日(月)  

(2) 初夏の生きものウォッチ

ング（桔梗の森公園）7月 7日

(土) 

(3)冬の生きものウォッチング

（バード・ウォッチング） 

(桔梗の森公園、東・西徳明池) 

（平成 31 年 1 月 12 日(土)） 

3 桔梗が丘ホタル祭り 

 実施日: 6 月 16 日(土) 

(1) 第 1部 ホタルや初夏にち

なむ音楽の夕べ 

南市民センター 午後 6時

―7時 30 分 

(2) 第 2部 ホタル観賞会 

（南市民センター・桔梗が丘 5

番町シャックリ川） 午後 7時

30 分―午後 9時頃 

 予算額(1,2,3 の合計)  

138,000 円 

4 「季節の便り」事業 

桔梗が丘地域内の生物だより

や季節の見どころを、桔梗が丘

市民センターや桔梗の森公園

の東屋に掲示し紹介する。 

Ⅱの合計 １３８，０００円 

 

予算額合計 ３１１，７００円 

 

桔梗が丘小学校の自然体験学習支

援 

日時：10 月 30 日（火）午前 9 時―

正午 参加児童数：4年生 94 名 

内容：東山ふれあいの森公園内の約

5 キロのコースを 9 チームに分かれ

て歩き自然体験学習を行った。 

ボランティア実人数：連合会関係者

55 人、森づくり三重関係者 10 人、

PTA 本部役員 6人 

 

2(1)東山ふるさとの森のハイキン

グ 9 月 2 日（日）20 人参加(春の

ハイキングは雨天のため変更) 

(2)初夏の生きものウォッチング 

（桔梗の森公園） 7 月 8 日（日）

18 名参加 

(3)バードウォッチング（桔梗の森

公園、西・東徳明池）平成 31 年 1

月 12 日（土）31 人参加 

 

3 桔梗が丘ホタル祭り 

6 月 16 日（土）午後 6 時―8 時 30

分 

・音楽グループ「シリウス」演奏(午

後 6 時―7 時 30 分) 南市民センタ

ー 64 名参加 

・ホタル観賞会(7 時 30 分―8 時 30

分)南市民センター・シャックリ川

68 名参加 

決算額（1,2,3 の合計）197,475 円

 

季節の便りをNO.16-27まで発行し、

桔梗が丘市民センターと、桔梗の森

公園東屋に掲示した。 

決算額 6,458 円 

Ⅱの決算合計 ２０３，９３３円

 

決算額合計 ２９８，５７８円 

 

自然体験学習事業は県の助成

金を受けて行った事業であっ

たが、企画、準備、実施に多

くの人と時間を要し、多くの

方々の支援と参画を得て無事

に成功できた。学校や子ども

たちの評価も高い。 

 

 

 

 

自然を楽しみ観賞する中で、

身近な自然について考える機

会になった。 

これからもこの行事シリーズ

を続けていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読んでおられる人も多く、来

年度も続けていきたい。 
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地 域 福 祉 部 会  

平成３０年度事業計画 実      績 評価及び反省 

１．高齢者、障がい者等への友愛

訪問活動  

   

 

 

予算額  ４０，０００円 

 

 

２． 年末友愛訪問 

      

 

 

 

 

 

 

予算額  ２４０，０００円 

 

 

３． 高齢者のつどい 

 

 

 

 

 

 

 

予算額 ２００，０００円 

 

 

４．いきいきサロン 

  

 

 

 

 

 

 

予算額 ５８０，０００円 

・毎月１回、第 3 金曜日定例会後

「陽だまり」を持って各戸を訪問。

・１回当たり約 1,000 枚で、回覧

を含め年間約 15,500 枚を印刷。

 

決算額  ３３，２７７ 円 

 

 

・プレゼント（チョコレート）を

持って訪問。 

・７５歳以上の一人暮らし世帯。

・７５歳以上の高齢者のみ世帯。

・重度の寝たきりや認知症の方等

特に見守りの必要な世帯。 

（721 世帯） 

 

 決算額   ２３３，４５０円

 

 

・平成 30 年 5 月 27 日（日）、地域

の 80 歳以上の方のつどい。 

参加者 

高齢者      150 人 

来賓          8 人 

自治会長・区長     20 人 

民生・児童委員  32 人 

 

 決算額   １９９，４８９円

 

 

・地域内の 13 箇所で、各サロンの

年間計画に基づいて実施した。

・年間参加者目標 1,800 人 

  

 

 

 

 

決算額  ５８０，０００円

・各戸にできるだけ声をか

け安否を確認している。 

・活動に理解を深めてもら

うため、年 6 回各地域で

回覧してもらった。  

 

 

 

・年に一度のプレゼントを

心待ちにしている人が多

い。  

  

  

 

 

 

 

 

 

・元気な高齢参加者が増え、

年１回の出会いを楽しみ

にしておられる。 

・会場から遠い方々から、

移送の希望が出ている。

今後の課題である。  

  

  

  

 

 

・近隣の絆づくりに役立っ

ている。 

・各地域で多くの方の協力

を得て、充実した活動に

なっている。 

・年間参加者は高齢者 1,853

人 世代間交流の子ども

147 人で目標を大幅に上

回った。 
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５．障がい者グループホーム交流

会    

 

 

 

 

 

 

 

予算額 ５０，０００円

  

 

６．赤ちゃん、ちびっ子「なかよ

し ひろば」   

    

 

 

予算額 ８０，０００円 

   

    

 

   予算額合計  

１，１９０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・11 月 11 日（日）地区内の 3 箇

所のグループホームとの交流

会。 

参加者 

グループホーム入居者   15 人

ワーカー        7 人  

来賓            8 人 

民生児童委員      28 人 

 

決算額  ４１，１０７円 

 

 

・毎月１回、第 3 火曜日に未就園

児とその保護者が参加した。 

参加者：毎回約 75 人 

   

 

 決算額  ８０，０００円   

   

  

 

決算額合計    

１，１６７，３２３円 

 

 

・各ホーム共楽しみに待っ

てくれている。  

・参加者同士お互いに交流

を深めることができた。

  

  

  

  

 

 

 

 

・保護者の育児相談、友達

づくりの場になってい

る。  

・マットが古くなったので

今年度もマットを購入し

た。 
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別紙２－１ 平成３０年度協議会会計決算書 
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別紙２－２ 平成３０年度末の財産目録及び積立金残高報告書 

平成３１年３月３１日現在 

１．財産目録 

                                       （単位：円） 

資産の部 負債及び正味財産の部 

現  金 ２５，２７５ 未払金 ０

預  金 １，５６１，６９３ 正味財産 １，５８６，９６８

合  計 １，５８６，９６８ 合  計 １，５８６，９６８

※ 未払金 

 

２．平成３０年度末の積立金残高（＝普通預金及び定期預金残高） 

                                       （単位：円） 

 助成調整積立金 自然災害積立金 車輌買換積立金 有事の助け合い基金

（普通預金） （普通預金） （普通預金） （定期預金） 

繰 越 金 １，５００，９９７ １，５００，９９７ １，４１２，７６４ ４１７，７３１

増加 積立 ― ― ― ― 

 利息 １２ １２ １２ ３５

計 １２ １２ １２ ３５

減 少 ― ― ― ― 

残 高 １，５０１，００９ １，５０１，００９ １，４１２，７７６ ４１７，７６６
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議案第２号 平成３０年度“ほっとまち”プロジェクト事業報告及び特別会計決算の承認

に関する件 

 

 

平成３０年度の“ほっとまち”プロジェクト事業報告及び特別会計決算の報告を次のとおり行います。 

１．ほっとまち茶房ききょう事業 

２．子どもたちと地域の絆づくり事業 

３．みどり環境整備保全事業 

     ４．ききょう農楽園事業 

     ５．桔梗が丘お助けセンター事業 

 

 

１．ほっとまち茶房ききょう事業 

平成３０年度は、オープン６年目を迎え固定利用者も多く安定した収入が確保でき、ふれあい交流の

場として定着してきました。７月「シリウス・七夕コンサート」１２月には「シリウス・クリスマスコ

ンサート」を開催して多数の住民皆様に喜んで頂きました。歌声喫茶は演奏団体の協力を得て、毎月１

回開催しました。またサークル団体の作品展示は毎月１回交換し、見学者も多数あり好評を頂いており

ます。 

さらに桔梗が丘“ほっとまち”フェスタヘの参加、農楽園の収穫物の試行的販売、桔梗が丘中学校バ

ザー出店なども行いました。 

平成３０年度開業日数  ２２７．５日 

売上総額      ８６１，０００円 

１日平均利用者      ３７．８名  

１日平均売上額     ３，７８０円 

 

・平成３０年度ほっとまち茶房ききょう特別会計決算書 

（収入の部）                                  （単位 円） 

区分 予算額 決算額 摘要 

利用料収入 ９００，０００ ８６１，０００ コーヒー等８,６１０杯 

市社協補助金 ５０，０００ ５０，０００ 補助金、共同募金還付金 

繰越金 ２７，４７３ ２７，４７３ 平成２９年度繰越金 

雑収入 ２ １ 預金利息１円 

   合 計 ９７７，４７５ ９３８，４７４  

（支出の部）                                 （単位 円） 

区分 予算額 決算額 摘要 

運営経費 ８８７，４７５ ８１２，７６２ 材料費、実費弁償、消耗品費等 

光熱水費負担金 ４０，０００ ４０，０００ 市民センター一部負担分 

積立金 ５０，０００ ５０，０００ 備品購入及び修繕引当金 

繰越金 － ３５，７１２ ３０年度繰越金 

合 計 ９７７，４７５ ９３８，４７４  
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・平成３０年度ほっとまち茶房ききょう積立金決算書             

（単位 円） 

２９年度末残高 ３０年度収入 預金利息 ３０年度支出 ３０年度末残高 

３８２，９０４ ５０，０００ ２ ０ ４３２，９０６

 

 

２．子どもたちと地域の絆づくり事業 

 早や事業は６年目となる平成３０年度は桔梗が丘子どもたちと地域の絆づくり事業連絡協議会主催

の３校合同事業として、引き続き通学路花いっぱい運動を中心に据えつつ、昨年は桔梗が丘南小学校

で取り組んだ（里山自然体験学習）を本年も快適環境部会、みどりの会と協働で行いました。学校・

ＰＴＡ・ボランティア・地域の皆様がひとつになって成功した昨年の経験を活かし、東山ふれあいの

森を舞台に、今年は桔梗が丘小学校が実施致しました。 

通学路花いっぱい運動については、数年に渡る経験により、春の育苗が旨くいく一方で、秋は低温

のため育生が難しい事が分かり、そのため春は種を播いて苗を育てるものの、この秋は苗を購入し３

小学校とも苗の植え付けを行いました。今後も単独事業のノウハウの共有をすすめていきたいと考え

ています。 

また、自治連合協議会の他の部会との連携については、上述の快適環境部会、とみどりの会に加え

て、昨年同様地域フェスタにおける教育文化部会との協働を行いました。 

予算については、名張市放課後子ども教室事業の事業委託費１７２，０００円、みえ森と緑の県民

税市町交付金１００，０００円及び自治連合協議会負担金３０，０００円を事業経費に充てた。 

 

子どもたちと地域の絆づくり事業特別会計決算書 

（収入の部）                            （単位：円） 

区 分 予算額 決算額 摘 要 

事業委託費 １７２，０００ １７２，０００ 名張市放課後子ども教室事業 

助成金 １００，０００ １００，０００ みえ森と緑の県民税市町交付金 

負担金 ３０，０００ ３０，０００ 負担金 

合 計 ３０２，０００ ３０２，０００  

（支出の部）                            （単位：円） 

区 分 予算額 決算額 摘 要 

報償費 ８２，０００ ７２，０００ サポーター費用弁償金 

需用費 ２２０，０００ ２３０，０００ 花、苗、土、資材、学習資材、他 

合 計 ３０２，０００ ３０２，０００  

 

 

３．みどり環境整備保全事業（桔梗が丘みどりの会事業)  

 桔梗が丘地内には、桔梗の森公園（１０号公園）、鳴滝公園（１１号公園）、野鳥公園（西５号公園）

をはじめとして多くの自然緑地が残されており、桔梗が丘のまちづくりにかけがえのないものとなっ

ている。しかし面積も広く名張市の管理だけでは充分いきとどいていないのが現状である。そこで、

こういった環境を整備保全する目的で、桔梗が丘自治連合協議会プロジェクト事業組織として、〞桔
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梗が丘みどりの会〞を組織し、ボランティアスタッフにより取り組んでいる。桔梗が丘みどりの会で

は、平成３０年度においても下記のとおり取り組んだ。 

（１） 桔梗が丘地内の近隣公園及び緑地の整備保全活動の実施 

 桔梗の森公園（１０号公園）、鳴滝公園（１１号公園）、野鳥公園（西５号公園）において、枯木の

伐倒処理、園路整備、希少植物の保護等整備保全活動を定例的に毎月実施した。また、定例作業の他、

必要に応じて適時作業を行うと共に他のボランティア団体とも連携して、みどり環境の整備保全活動

に努めた。 

これらを進めるため名張市みえ森と緑の県民税市町交付金活用事業の補助金を受け、桔梗の森公園

（１０号公園）をはじめとした自然緑地へ植樹を行うと共に、自然環境の保全活動を実施した。 

（２）東山ふれあいの森においての環境教育推進事業の取組 

子どもたちと地域の絆づくり事業連絡協議会及び快適環境部会と連携して、東山ふれあいの森にお

いて１０月３０日（火）桔梗が丘小学校児童を対象に、子どもたちが里山にふれその大切さを学ぶ環

境教育推進事業に取り組んだ。 

（３） 桔梗の森公園（１０号公園）名張市との受委託契約に基づく清掃作業の実施 

 桔梗の森公園（１０号公園）において名張市との受委託契約に基づき清掃作業を実施し、桔梗の森

公園（１０号公園）の管理に努めた。 

（４） 桔梗が丘南市民センターの緑地除草作業の実施 

 桔梗が丘市民センターからの依頼を受けて、桔梗が丘南市民センターの緑地部分の除草作業を行っ

た。 

（５） 桔梗が丘〃ほっとまち〃フェスタへの参画 

 １１月４日（日）開催された桔梗が丘〃ほっとまち〃フェスタに積極的に参画し、農楽園ほ場及び

野鳥公園において農楽園・快適環境部会と連携して植樹・植栽等の活動を行い、地域住民が広く自然

環境にふれあう機会を創り出す活動を実施した。 

 

平成３０年度特別会計決算書 みどり環境整備保全事業（桔梗が丘みどりの会事業） 

（収入）         （単位：円） 

  区 分   予算額   決算額   摘 要 

委託料 ７７，０００  ７７，７６０ 名張市桔梗の森公園清掃作業委

託料 

みえ森と緑の県民税

市町交付金 

３００，０００ ３００，０００ 名張市補助金 

作業実費報償費 ７２，０００  ７２，０００ 桔梗が丘南市民センター 

雑収入 １，４０３   ３，７４１ 利息・寄附金・報償費 

繰越金 ５０，５９７  ５０，５９７ 前年度（２９年度）より繰越 

合 計 ５０１，０００ ５０４，０９８  
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（支出）         （単位：円） 

  区 分   予算額   決算額   摘 要 

需用費・備品購入費

等 

３９１，０００ ３９２，２７８ <事業対応内訳> 

みえ森と緑の県民税交付金事業

分  ３０３，１５０ 

一般分  ８９，１２８ 

保険料 １０，０００   ８，４００ ボランティアスタッフ保険料 

報償費 １００，０００  ５８，４００ ボランティアスタッフ実費報償 

繰越金 －  ４５，０２０ 次年度への繰越金 

合 計 ５０１，０００ ５０４，０９８  

「平成３０年度機械施設修繕整備積立金決算」 

平成２９年度末決算積立金額        ３００，０００円 

平成３０年度取崩額                  ０円 

平成３０年度積立額                  ０円 

平成３０年度末決算積立金額        ３００，０００円 

 

 

４．ききょう農楽園事業 

ききょう農楽園は、桔梗が丘地域の住民が土とのふれあいを通して心豊かな生活の醸成の場として、

メンバー２２名で、地域に安全な農作物等の提供をしています。 

扱い易いジャガイモ、玉ねぎ、サツマイモ、里芋の根菜類でも天候、土地の滋養の状態で、出来具

合が違います。特に、玉ねぎは小粒が多く、夏の日照りで、里芋は小さかった。 

まだ、畑には、石ころが多く、人参、大根等は不揃いでしたが、農薬を使わない野菜は、皆さんに

好評で、励みになりました。 

農作業の宿命で、天候に合わせて、耕起、肥料散布、畝づくり、草取り，中耕、土寄せ、等が必要

です。もみ殻の投入等は、空気を含み、良い土壌づくりに欠かせません。 

こまめな手入れで、喜んでもらえる美味しい野菜を作っていきます。 

植付け、収穫等集中する特定曜日による作業だけでなく、その準備等、特定のメンバーに負荷が掛

かっていますが、平日も作業の出来るメンバーの参加が望まれます。 

又、ものづくり分科会による菊芋ドレッシングの試作から、完成レシピが出来上がり、試食で好評

な黒酢菊芋ドレッシングの加工は、日産 30 本体制の目途が出来ました。 

導入した野菜保管庫の活用で、収穫したものづくりの素材を長期保存が出来、製作時期の調整が出

来ることとなり、ドレッシング等に、長期間の提供が可能となります。 

         

３０年度ききょう農楽園 決算 

収入の部                            （単位：円） 

区  分 予算額 決 算 額 摘  要 

会  費 １００，０００ ９４，４００  

ゆめづくり協働事業交付金 ２００，０００ ２３０，０００ ６次産業化推進 
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販売、支援金 １６０，０００ １２４，６４０ 野菜、ドレッシング、

アライグマ捕獲報奨

金等 

繰越金 ６４，３１９ ６４，３１９ 前年度より繰越 

合 計 ５２４，３１９ ５１３，３５９  

支出の部                           （ 単位：円） 

区  分 予算額 決 算 額 摘  要 

消耗品費 ２００，０００ ８８，９５３ 種苗代、堆肥、肥料、

シート、資材、販売費

他 

ものづくり備品、開発費等 ２６０，０００ ２３０，０００ 野菜保管庫、品質検査

他 

予備費 ６４，３１９  

次年度繰越金 ― １９４，４０６ 消 耗 品 の 未 執 行

90,000 円(掛け屋根、

堆肥、種苗等)を含む

合 計 ５２４，３１９ ５１３，３５９  

 

 

５．桔梗が丘お助けセンター事業 

 平成３０年度日常生活支援、外出支援及び配食支援の３部門の活動実績を次のとおり報告します。 

１．センター全般 

  ３部門の安定した運営を行うため、専任職員の配置を検討してきましたが継続して協議すること

になりました。運営管理システムは昨年同様、試行的導入により、実際の事務の流れに即したシス

テムに仕上げる作業を継続して行いました。また、３部門の支援スタッフの高齢化が進み、支援ス

タッフの確保が重要課題となっています。 

２．日常生活支援サービス 

  機材保管倉庫を桔梗が丘南市民センターから桔梗が丘市民センターに移し、活動の利便を図りま

した。 

年間依頼件数  ６７ 件［作業実施件数  ６１ 件］ 

  （内訳  庭管理 ４６［４４］件 大工仕事 ８［７］件 重量物移動 ５［３］件） 

３．外出支援サービス 

  送迎先を桔梗が丘地内、名張市内及び伊賀市内に３区分し、利用料の改定を行いました。（３０年

１０月からの新料金は、桔梗が丘地内３００円、名張市内５００円、伊賀市内１０００円） 

  利用者登録      ６６ 名 

  延利用件数   １，０９２ 件 

  行先の内訳  医療機関 ８ 割 

４．配食サービス 

  調理室の清掃点検作業を専門家に業務委託し、衛生管理の徹底、また、消耗が著しい弁当箱やユ

ニホーム等を購入しました。 
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利用者登録     １５０ 名 

  延利用件数   ７，７４９ 食 （毎週月、水、金曜日） 

 

収支決算（案） 

収入の部                         （単位：円） 

区  分 予算額 決算額 摘  要 

市補助金 １，０００，０００ １，０００，０００  

社協助成金 ５５０，０００ ５５０，０００  

地域負担金 １００，０００ １００，０００  

利用料 ３，７００，０００ ４，６７２，９７０  

雑収入 １，４４２ ７，３４６  

前期繰越金 ２４３，５５８ ２４３，５５８  

合計 ５，５９５，０００ ６，５７３，８７４  

  利用料内訳  家事支援   １５０，０００ 円  決算額   １８９，４７０ 円 

         外出支援   ６５０，０００ 円  決算額   ６０９，０００ 円 

         配食支援 ３，７００，０００ 円  決算額 ３，８７４，５００ 円 

支出の部                         （単位：円） 

区  分 予算額 決算額 摘  要 

センター運営費 ５，０９５，０００ ５，５８２，３５４ 食材費、情報通信費、

光熱費、消耗品費、

実費弁償等 

備品購入費 １８５，０００  

調査費 ２５０，０００ ０  

保険料 ２５０，０００ １８７，１８４  

積立金 ４００，０００  

繰越金 ２１９，３３６  

合計 ５，５９５，０００ ６，５７３，８７４  

平成３０年度末積立金残高                   （単位：円） 

 設備及び備品等修繕整備

積立金 

公用車購入積立金(新規) 

平成２９年度末残高 １９０，０００ ４００，０００ 

平成３０年度積立金額 ４００，０００ 

平成３０年度末残高 １９０，０００ ８００，０００ 

（参考） 

１．お助けセンター支援スタッフ数（登録人数） 

   家事支援  １９ 名    外出支援   １１ 名 

   配食支援（調理） ３８ 名     （配達） ３０ 名 

２．お助けセンター備品（３０年度購入分） 

  物置（機材保管庫） 
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別紙３ 平成３０年度協議会会計決算監査及び業務監査報告書 

 
平成３０年度桔梗が丘自治連合協議会会計決算監査及び業務監査結果について（報告） 
 
１． 監査実施日 

平成３１年４月１４日（日）９時３０分～１６時 
          （於）桔梗が丘市民センター 

 
２． 監査の結果 

桔梗が丘自治連合協議会規約第９２条及び９３条に基づき、平成３０年度の定

期監査を行ったので、その結果を下記のとおり報告します。 
（１）協議会会計決算監査 

桔梗が丘自治連合協議会会計決算について、会計帳簿等関係書類を確認し、監

査した結果、適正に処理されていることを認めます。 
（２）プロジェクト事業に係る特別会計決算監査 

    桔梗が丘自治連合協議会プロジェクト事業に係る特別会計決算について、会計

帳簿等関係書類を確認し、監査した結果、適正に処理されていることを認めます。 
（３）協議会業務監査 

    桔梗が丘自治連合協議会の活動については、各委員会及び各部会並びに各プロ

ジェクト組織において数多くの事業を実践し、まちづくりに取り組まれているこ

とを高く評価します。また、これらの活動に関わる皆様方におかれては、ボラン

ティアとして日々活動されていることに敬意を表するものであります。また、プ

ロジェクト事業においては、５つのプロジェクト事業組織が自主自立の精神で独

自に事業展開し予算的にも自立していることは、高く評価されるものであります。

しかし、いくつかのプロジェクト事業組織の経理手法に課題点も見受けられ、今

後一層の経理処理の効率化に向けた取り組みを進められたいと考えます。 
 
 
                      平成３１年４月１４日 
 
                           監事  福森 讓 
 
                           監事  植野 正信 
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議案第３号 平成３０年度市民センター事業報告及び市民センター会計決算の承認に関

する件 
  

平成３０年度の市民センター事業報告及び市民センター会計決算報告を別紙のとおり行います。 

 なお、平成３１年４月１４日に監事より市民センター会計決算の監査を受け、適正に執行したこと

の承認を得ています。 

別紙４   平成３０年度市民センター事業報告書 

別紙５－１ 平成３０年度市民センター会計決算書 

別紙５－２ 平成３０年度末の財産目録及び積立金残高報告書 

別紙６   平成３０年度市民センター会計決算監査及び業務監査報告書 
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別紙４ 平成３０年度市民センター事業報告書        桔梗が丘市民センター・南市民センター 

 

学級・教室                     （開設数は年間。参加数は予想延べ人数） 

名称 開設数 参加者数 主たる内容 

俳句入門講座 １２回 １４３名 桔梗が丘在中の作家・北村純一氏から俳句の基

本を学んだ。 

添削等の実践的な俳句作りを練習。 

シニアクラスハナ ５回 

 

１３７名 高齢者の交流と教養。（会員登録制） 

体験学習等のアラカルトの開催。 

メンズストレッチ １２回 １６２名 男子専用のストレッチ南市民センター（10 月 

〜3月） 

天体観測会 1 回 ３２名 子供、親子を対象とした天体観測会「火星 

大接近中」 

大人と子供の天文講座 ６回 情 報 誌 に

連載 

「7月の夜空を見上げてみませんか」他 

 

講演・講座 

名称 開催数 参加者数 主たる内容 

公開連続講座 

「美術鑑賞 基本のき」 

３回 ２８４名 第１回・8月 25 日（土） 絵画鑑賞の基本 

第２回・9月 15 日（土） 日本画大研究 

第３回・12月 8 日（土） 仏像鑑賞入門 

 

行事 

名称 開催数 参加者数 内容 

プチコンサート １回 約 

４００名 

《演奏学校》 

・名張青峰高校吹奏楽部 ・青峰高校箏曲部 

・名張高校吹奏楽部 

・桔梗が丘中学校・音楽部 

映画会 ２回 １９名 夏休み、冬休みに児童、親子が楽しみにする映

画会を開催。 

・8月 3日（金）夏休み映画会 

・12 月 23 日（日）冬休み映画会 
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別紙５－１ 平成３０年度市民センター会計決算書 

 



- 33 - 
 

別紙５－２ 平成３０年度末の財産目録及び積立金残高報告書 

平成３１年３月３１日現在 

１．財産目録 

                                       （単位：円） 

資産の部 負債及び正味財産の部 

現  金 ３２７，８７３ 未払金（※） １，４５２，０００

預  金 ２，９４１，１７５ 正味財産 １，８１７，０４８

合  計 ３，２６９，０４８ 合  計 ３，２６９，０４８

※未払金 消費税 ３５２，０００  積立金 １，１００，０００ 

 

２．平成３０年度末の積立金残高（＝普通預金残高） 

                               （単位：円） 

 周年事業積立金 設備・備品購入積立金 車輛購入積立金 

（普通預金） （普通預金） （普通預金） 

繰 越 金 １，２７４，５３３ ８００，３９５ １，７００，１１３ 

増加 積立 ― (注) ５００，０００ (注) ６００，０００ 

 利息 １１ ７ ７ 

計 １１ ５００，００７ ６００，００７ 

減 少 ― ― １，３８０，０００ 

残 高 １，２７４，５４４ １，３００，４０２ ９２０，１２０ 

（注）期末時点では未積み立て 
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別紙６ 平成３０年度市民センター会計決算監査及び業務監査報告書 
 
平成３０年度桔梗が丘市民センター会計決算監査及び業務監査結果について（報告） 

 
３． 監査実施日 

平成３１年４月１４日（日）９時３０分～１６時 
          （於）桔梗が丘市民センター 

 
４． 監査の結果 

桔梗が丘自治連合協議会規約第９２条及び９３条に基づき、平成３０年度の定

期監査を行ったので、その結果を下記のとおり報告します。 
（４）市民センター会計決算監査 

桔梗が丘市民センター会計決算について、会計帳簿等関係書類を確認し、監査

した結果、適正に処理されていることを認めます。 
（５）市民センター業務監査 

    桔梗が丘市民センターについては、利用者が非常に多く、数多くの催し物にも

利用されております。特に休日の利用も多く、職員のシフト、駐車場対応等大変

苦労されておられることに理解を示すものであります。しかし、市民センターを

日々利用する、各サークル利用者、教室生、講座生等の利用にあたっての意見要

望等生の声を聞く機会をもう少し設けては、いかがかと考えます。生涯学習の拠

点として、市民の利用があっての市民センターであることは、認識いただいてい

るところでありますが、利用する市民の評価を聞くことも肝要かと考えます。検

討をお願いいたしたい。 
 
 
                   平成３１年４月１４日 
 
                        監事  福森 讓 
 
                        監事  植野 正信 
 
  



- 35 - 
 

議案第４号 桔梗が丘自治連合協議会規約一部改定の承認に関する件 
 

会員変更に関する桔梗が丘自治連合協議会規約の改定 
現行規約 改定規約案 

（会 員） 

第７条 協議会の会員は、桔梗が丘地区に居住す

る住民及び団体、並びに桔梗が丘地区で事業活

動する事業所で構成する。 

２ 前項で規定する団体は、次に揚げるものとす

る。 

 （１）桔梗が丘地区自治会又は区 

 （２）桔梗が丘地区婦人会 

 （３）桔梗が丘地区高齢者の会 

 （４）桔梗が丘地区こども会育成会 

 （５）桔梗が丘地区保育所、幼稚園及び保護者

    会 

 （６）桔梗が丘地区小学校、中学校、高等学校、

 並びにＰＴＡ 

 （７）桔梗が丘地区民生・児童委員協議会 

 （８）桔梗が丘商店街 

 （９）名張市消防団蔵持分団川北部桔梗が丘班

（会 員） 

第７条   （同文） 

 

 

２ 前項で規定する団体は、次に揚げるものとす

る。 

 （１）桔梗が丘地区自治会又は区 

 （２）桔梗が丘地区婦人会 

 （３）桔梗が丘地区高齢者の会 

 （４）桔梗が丘地区こども会育成会 

 （５）桔梗が丘地区保育所、幼稚園及び保護者

    会 

 （６）桔梗が丘地区小学校、中学校、並びにＰ

    ＴＡ 

 （７）桔梗が丘地区民生・児童委員協議会 

 （８）桔梗が丘商店街 

 （９）名張市消防団蔵持分団川北部桔梗が丘班

附 則 

この規約は、平成 22 年５月８日から施行し、

平成 22 年４月１日から適用する。 

この改定規約は、平成 26 年５月 17 日から施行

し、平成 26 年４月１日から適用する。 

この改定規約は、平成 28 年５月 21 日から施行

し、平成 28 年４月１日から適用する。 

この改定規約は、平成 29 年５月 20 日から施行

し、平成 29 年４月１日から適用する。 

附 則 

この規約は、平成 22 年５月８日から施行し、

平成 22 年４月１日から適用する。 

この改定規約は、平成 26 年５月 17 日から施行

し、平成 26 年４月１日から適用する。 

この改定規約は、平成 28 年５月 21 日から施行

し、平成 28 年４月１日から適用する。 

この改定規約は、平成 29 年５月 20 日から施行

し、平成 29 年４月１日から適用する。 

この改定規約は、令和元年５月 18 日から施行

し、平成 31 年４月１日から適用する。 
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議案第５号 桔梗が丘自治連合協議会理事・監事交代の承認に関する件 
 

 氏   名 役   職 

就任する理事・監事 

中 西 雅 文 第２ブロック幹事 

松 波 久 子 第４ブロック幹事 

中 村  満 監事 

山 﨑 有 三 監事 

退任する理事・監事 

冨 嶋 雅 俊 第２ブロック幹事 

中 西 昭 男 第４ブロック幹事 

福 森  讓 監事 

植 野 正 信 監事 

 新たに就任する理事・監事の任期は協議会規約第３０条及び第９１条の規定により、令和２年度定

時総会の終結時迄となります。 
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議案第６号 平成３１年度事業計画（案）及び協議会会計予算（案）の承認に関する件 
 
 平成３１年度事業計画（案）及び協議会会計予算（案）を別紙のとおり定めます。 

 桔梗が丘自治連合協議会は、各委員会及び事業部会が計画した活動に加えて、“ほっとまち”プロジ

ェクト事業として、１．ほっとまち茶房ききょう事業・２．子どもたちと地域の絆づくり事業・３．

みどり環境整備保全事業・４．ききょう農楽園事業・５．桔梗が丘お助けセンター事業を行っており、

「人の心が織りなす幸せ社会“ほっとまち”桔梗が丘」の実現を目指して、地域住民の皆さんの一人

でも多くの方の参画を得て、まちづくりの活動強化に努めます。 

 

別紙７ 平成３１年度委員会・部会事業計画書（案） 

別紙８ 平成３１年度協議会会計予算書（案） 
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別紙７ 平成３１年度委員会・部会事業計画書（案） 

総 務 委 員 会  

平成３１年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

１．総務、理事会、自治連合会等の会議の円滑な運営を目

指す。 

２．規約、規則、規定等の制定又は改正により、協議会運

営の充実化と円滑化を図り、今後の協議会のあるべき

方向性や問題点を検討する。 

３．協議会財務内容を点検し、財務方針の明確化を目指す。

４．指定管理者として、協議会事業と市民センター事業と

の協働を図り、相互の事業の充実化を目指す。 

５．協議会事業の成果を高めるための後方支援として、次

の事業を実施する。 

 （ア）協議会活動充実のための講演会 

     年１回実施 

 

 

 

 

 

 （イ）他地域との交流を深め協議会活動充実のための研

修 

 

 

 

 

 （ウ）市民センター祭の共催 

 

 

 

６．敬老の日の行事 

（目的）永年、社会の発展に貢献された区切りを迎え

られる高齢者のご苦労と長寿を祝い、高齢者自ら生活

向上意欲を高めると共に地域のみんなが高齢者福祉

と地域福祉に資することを目的とする。 

（内容） ７０歳と８８歳の方に長寿記念品を贈呈 

     実施日  令和元年９月１６日 

 

 

 

予算の計上無し 

 

予算の計上無し 

 

 

予算の計上無し 

予算の計上無し 

 

 

 

 予算額      ８８，４００円 

（内訳） 

   講師謝礼       50,000円

   資料代（コピー代） 

      50 円×50人   2,500 円

   開催案内10円×590部 5,900円

   交通費等       30,000円

 全体予算の「研修費」で支出予定 

       （１００，０００円） 

   （内訳） 

   交通費      （70,000 円）

   昼食代      （20,000 円）

   雑 費      （10,000 円）

 予算額      ５０，０００円 

総務委員会事業費予算額 

        １３８，４００円 

 

予算額（繰出金） ７００，０００円

   長寿記念品 

    350 人×2,000 円＝700,000 円 
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７．協議会全体の関係予算 

  １）費用弁償費 

  ２）会議費 

  ３）研修費（協議会の委員会・部会での実施分） 

  ４）防犯防災費（名張市消防団蔵持分団桔梗が丘班）

  ５）備品購入費 

  ６）事務費（コピー、事務経費） 

  ７）車両費 

  ８）ビジョン新規事業用費用 

  ９）雑費 

 

 

 

 

 

桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  予算額    ４５０，０００円 

  予算額    ３００，０００円 

  予算額    １５０，０００円 

  予算額    ２００，０００円 

  予算額    ２５０，０００円 

  予算額    ６００，０００円 

  予算額    １５０，０００円 

  予算額    ３００，０００円 

予算額     ５０，０００円 

協議会全体の関係予算額 

       ２，４５０，０００円 

 

 

 

予算額合計 ３，２８８，４００円 
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企 画 運 営 委 員 会  

平成３１年度の事業計画の内容 予算額の明細 

 

１．各プロジェクト事業支援、推進 

    ＊ 地域まもり隊プロジェクト発足支援 

    ＊ 子どもたちと地域の絆づくり事業支援 

       花いっぱい運動の区域拡大 

       環境教育推進事業 

    ＊ ききょう農楽園支援     

       農園効率化や、安全な作物とその加工品の提

供及び更なる６次産業化推進支援 

    ＊ みどりの会推進 

       環境教育推進事業支援 

    ＊ ききょう学び舎(地域デビュー講座)推進  

       市民センター主催講座の開設   

    各プロジェクトの共通課題 支援推進 

    参加者増員 支援者増員 

 

２．協議会活動者交流会 開催 

 ・新評議員、各自治会長・区長と部会・プロジェク

トの全員と楽しい雰囲気の交流の場を企画致しま

す。 

     

    ・日時：６月２９日（土曜日） 

        １３：３０～１６：３０ 

    ・会場：市民センター講堂 

・対象：理事会、部会、プロジェクト、評議員、自

治会長・区長 

・テーマ：“ほっとまち”未来像を語り合いましょ

    う 

 

３．広報一元化推進   

     広報委員会の協議会機関紙を、市報「なばり」の

ように、協議会活動の各部会、各プロジェクト、

市民センター等の行事案内、紹介等を一元的に広

報して行くことを推進します。 

 

 

 

 

 

 

桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算額合計  ２００，０００円 
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広 報 委 員 会  

平成３１年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

１.広報の発行・発信 

   ① 機関紙 ききょう通信 

      ⅰ）上期（５月～９月） 

        Ａ４判４頁 カラ－印刷  5,600 枚５回発行 

      ⅱ）下期（10 月～３月） 

        Ａ４判４頁 カラ－印刷  5,600 枚 1 回発行 

        Ａ４判２頁 カラ－印刷  5,600 枚５回発行 

      ⅲ）臨時増版。定版で紙面数が不足の場合 

   ② 電子媒体での発信 

     従来の「ききょうふれあいネット」から名張市の地

域づくりポ－タルサイト｢ｅまち なばり｣桔梗が丘

に移行して発信する。 

２.読んでもらえる｢ききょう通信｣、見てもらえる｢ｅ 

まちなばり｣桔梗が丘の好評を得るよう推進する｡ 

   ① ききょう通信の編集作業を外注から内製化に移行

して､印刷原稿の速度アップ､斬新なレイアウトと版

下製作費用の削減を図る。６月号から稼働。 

   ② 編集の校正､紙面のレイアウト作成、電子媒体の 

管理などの能力を有するスタッフを増員する必要 

がある。 

３. 住民が期待してくれる報道 

   ① 新桔梗が丘中学校の令和２年開校までを毎号掲

載｡特に通学路の安全確保、校舎の改装を注視して報

    道を続ける。 

   ② 住民が期待するのは、協議会の対行政や未来の桔

梗が丘など｡協議会の連合会や理事会の定例議会の 

情報を、関係委員会の指導を受けて可能な限り掲 

載する。 

 ③ 協議会の事業の年間予定表を｢協議会行事案内｣ 

  で掲載を始めたが、委員会、部会、プロジェクト 

事業、市民センタ－と読者らの評価に対応して、 

価値あるものに育てたい。 

４.実践交流会発表の準備 

 地域づくり代表者会議・実践交流会発表の資料を 

   来年２月の発表会を目指して資料を蓄積する。 

  

桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。

 

｢ききょう通信｣の 

外注(版下印刷)費 

1.上期 

  予算額    ４２５，０００円 

① Ａ4判 4頁カラ－印刷 

   5 回発行 予算額 425,000 円 

 

２.下期 

  予算額     ３６０,０００円 

① Ａ4判 4頁カラ－印刷 

   1 回発行 予算額  85,000 円 

② Ａ4判２頁カラ－印刷 

   5 回発行 予算額 275,000 円 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算額合計 ７８５，０００円 
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健 康 推 進 部 会  

平成３１年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

１、ききょう健康まつり 
（目的）地域のみなさまに健康について再認

織していただき、又暮らしの中で健康づくりを

考え実践し、いきいきとした桔梗が丘を目指す

ことを目的とします。 
（内容）１）歯医者さんの歯チェック 

     ２）健康体操（リズム体操） 
     ３）インボディ 

４）高齢度チェック 
     ５）骨チェック  
 ６）名張バリバリ体操 
 ７）スクエアステップ 
 ８）栄養たっぷり食べ物商品大会 
場 所 桔梗が丘市民センター 

 実施日 令和元年１１月１０日（日） 
 
 
２、ニュースポ―ツ世代間交流大会 
 （目的）スポーツを通じ地域の交流の輪を広げ

明るく活力のある地域社会を推進する。又、親

子や住民間の親睦及び絆作りを推進する。 
 （内容） １）グラウンドゴルフ 
 ２）クロリティー 
 ３）ガラッキー 
 場 所  桔梗が丘小学校 
 実施日 令和２年３月２１日（土） 
 
 
３、体操会との協働事業 
（目的）桔梗が丘の各地域で行われている体操

会の継続、発展をはかる協働事業、及び夏休み

小学生児童の参加を促すための参加賞等への

補助事業 
実施日  ４月１日から翌年３月３１日 

 
 
 
 

 予算額（事業費） １２０，０００円 
  
 １）健康体操等の講師料   ２０，０００円

 ２）スタッフ昼食代     ２０，０００円

 ３）ビンゴ大会景品     ６０，０００円

 ４）諸雑費         ２０，０００円

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
予算額（事業費）  ９０，０００円 
 

 １）景品        ４０，０００円  

２）指導・運営費謝礼  ４０，０００円 
３）諸雑費       １０，０００円 

 
 
 
 
 
 
予算額（事業費） １００，０００円 

１）夏休み小学生児童の参加賞などの費用の補助
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４、ききょう健康講座 
 （目的）生活習慣病の予防や暮らしの中でみん

なが健康について考え実践していくことをテ

ーマに、「ききょう健康講座」を開催して、地

域の皆様に健康啓発を促していく。 
（内容） 

１）らく楽体操教室 
「最近、躓くことが多くなった・・」「健康の

ために何か始めたい」自宅で簡単で楽にできる

体操です。 
＊青竹ふみ 
＊音に合わせて有酸素運動 
＊心地いいストレッチでリラックス 
＊楽しい脳トレ 

実施日 ４月～９月前期 月２回 １２回  
    １０月～３月後期 月２回 １２回 
    年 ２４回     
場 所 桔梗が丘南市民センター 

 
２）楽しい健康つくり講座 
  ＊健康に関する講演を行う 
   場 所 桔梗が丘市民センター 
   実施日 令和２年２月下旬予定 
 
３）健康体操（リズム体操）を実施する 
   場 所 桔梗が丘市民センター 
   年５回（７・９・１１・１・３月）実施す

る。 
 
４）ウォーキング 
   場 所  未定 
   実施日 令和元年 ５月 実施 
 
 
 
５）生活習慣病予防料理教室 
  ＊生活習慣病を予防する料理の知識・

実技及び実習 
   場 所 桔梗が丘市民センター 調理室 
   実施日 ６・９・２月 年３回実施 

 予算額（事業費） ３００，０００円 
 
 
 
 
 
１）らく楽体操教室 
   講師料     １２０，０００円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）楽しい健康つくり講座 ２０，０００円 
  ＜内訳＞ 
  講師謝礼  １０，０００円 
  諸経費   １０，０００円 
 
３）健康体操（リズム体操）５０，０００円 
  ＜内訳＞ 
  講師料    ３０，０００円 
  諸雑費    ２０，０００円 
 
４）ウォーキング     ４０，０００円 
  ＜内訳＞ 
 参加者等   ４０，０００円 
 

 
 
５）生活習慣病予防料理教室  
             ２０，０００円 
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６）スクエアステップ 
  躓き転倒及び認知症予防に効果があり、簡単

に楽しくできるエクササイズ。本教室で養成さ

れたリーダーによる各地域での独自の取り組

みを更に進め、支援する。 
場 所 桔梗が丘市民センター 

     桔梗が丘南市民センター 
実施日 ４月～翌年３月通年 
 

７）広報紙を発行する（回覧） 
＊健康に関する情報記載、月１回発行する 

 
 
５、市の集団がん検診を桔梗が丘で実施する 
（肺がん、胃がん、乳がんマンモグラフィ、子

宮がん） 
 場 所 桔梗が丘小学校 
 実施日 令和元年１１月実施予定 
 
 
 
 
 
 
 
 桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を

進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
６）スクエアステップ   ４０，０００円 
  内訳 
  リーダー用ベスト  ２０，０００円 
  マット購入等    ２０，０００円 
 
 
   
 
 
７）広報紙        １０，０００円 
  用紙代等      １０，０００円 
 
 
 予算額（事業費）    ２０，０００円 
諸経費（昼食代、その他） 

            ２０，０００円 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  予算額合計   ６３０，０００円 
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住 民 交 流 部 会  

平成３１年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

１．桔梗が丘夏まつり 

子どもから大人まで地域住民が楽しみ、親睦を深める夏祭

りを行う。 

（期待する効果） 

・地域住民の方々が模擬店や盆踊りに中心となって参加する

ことにより、地域住民同士また祭りに来てくれる人たちと

の交流をはかる。 

・高齢者の方々にも“ほっと”出来る場所を提供し、地域の

人たちが、子どもからお年寄りまで気軽に楽しく参加して

もらえる祭りにする。 

・他地域の人々に桔梗が丘の住民交流の様子を発信する。 

○ 実施予定日 2019 年８月１７日（土）17：00～20：30 

○ 実施場所   桔梗が丘商店街 

○ 実施内容 

① 模擬店・フリーマーケット 

② 盆踊り 

③ 吹奏楽の演奏 

④ アトラクション 

⑤ 模擬店利用券の配付（２００円） 

 

２．ハッピーニューイヤーききょうフェスタ 

新年を祝う行事として位置付け、桔梗が丘住民相互の親睦

をはかり、住民参加・住民自身でまちづくりを推進していこ

うとする意識を高める。 

（期待する効果） 

・正月をテーマにした行事に参加することにより、地域の子

どもたちの交流を図る。 

・子どもたちや近隣の人々が参加することにより、地域住民

同士の交流をはかり、共に住みよい地域づくりに参加して

いこうとする意識を持つ。 

○ 実施予定日 2020 年１月１２日（日）10：00～12：30 

○ 実施場所    桔梗が丘市民センター 

○ 実施内容 

① ワークショップ 

② 子ども向けイベント（百人一首・世界のおもちゃ展）

③ 振る舞い 

④ お菓子屋台村  

 

桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 

 予算額   １，５６０，０００円

 （収入）  

 １）繰出し金     780,000 円

 ２）協賛金      780,000 円

 （支出） 

 １）事務経費      40,000 円

 ２）食料費      150,000 円

 ３）舞台照明費    430,000 円

 ４）イベント費      20,000 円

 ５）チラシデザイン費  30,000 円

 ６）広報費       80,000 円

 ７）警備費      220,000 円

 ８）シャトルバス   150,000 円

 ９）縁日費      440,000 円

 

 

 

 

 

 

 

 予算額     １６０，０００円

 （内訳） 

 １）ワークショップ 

             20,000 円

 ２）子ども向けイベント費 

30,000 円 

 ３）振る舞い費 

            60,000 円

 ４）お菓子屋台村費 

            50,000 円

 

 

 

 

 

 

予算額合計   ９４０，０００円 

         ※協賛金を除く 
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教 育 文 化 部 会  

平成３１年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

１．桔’ずセミナー（第 15 回） 

  地域の子ども達が大人と共に学びながら触れ合うこと

を目的として開催。 

  １）夏５講座 4回開催：料理・科学・囲碁・手芸・よさ

こいソーラン 

  ２）桔梗が丘夏まつりに参加：よさこいソーラン 

  ３）冬３講座開催：料理・科学・手芸 

  ４）ききょうニューイヤーフェスタに協力：科学遊び  

     

 

２．青少年が語る「こころの思い発表会」（第 23 回） 

  現代の子どものこころの思いを、作文発表を通じて地域

の大人に理解していただく。 

  １）実施日：桔梗が丘市民センター祭開催日 

  ２）発表者：桔梗内小・中学校各 3人 計 15 人 

  ３）演奏者：桔梗が丘中学校音楽部 

        北中ウインドアンサンブル 

  ４）要約筆記 

  ５）冊子配布 

 

 

３．ふるさと歴史ハイキング（第 23 回） 

  地域の大人と子どもが交流を図りながら、地域の歴史を

学びふるさとを愛するこころを育てる。 

  １）実施日：11 月 9 日（土） 

  ２）内容：ふるさとの歴史建造物や遺跡や自然を散策 

 

 

４．私の一冊文庫 

  １）桔梗が丘サロンに於いて運営する。第２・第４月曜

日に開催。ボランティアによる本の読み聞かせや 

    参加者によるミーティング。 

  ２）絵本展「本とみんなとあそぼう」 

    7 月 23 日（火）～28 日（日）開催予定 

   

 

桔梗が丘‟ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 

 

予算額    ３６０，０００円 

 講師お礼        80,000 円

 講座補助       170,000 円

 反省会費        30,000 円

 事務費         10,000 円

 ボランティア交通費   50,000 円

 予備費         10,000 円

 年間会議費       10,000 円

 

 

予算額    １８０，０００円 

 参加賞         45,000 円

 音楽部に関する経費   72,000 円

 冊子・プログラム    25,000 円

 要約筆記        25,000 円

 その他（反省会費含む） 13,000 円

  

 

 

 

 

予算額     ５０，０００円 

 交通費補助       20,000 円

 見学料金        10,000 円

 参加賞代        20,000 円

 

 

 

予算額     １６，０００円 

       （活動費・運営費） 

 

 

 

 

 

 

予算額合計   ６０６，０００円 
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生 活 安 全 部 会  

平成３１年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

１．普通救命講習会 

１）開催回数 ： 年度内２回（１０月、３月） 

２）開催場所 ： 名張市消防庁舎内 ２階 

３）参加者数 ： 1 回１５人 合計３０人 担当者２人 

４）講習内容 ： ① 止血法  ② 異物除去法  

③ 心肺蘇生法  ④ ＡＥＤ取扱法 

 

２．防犯パトロールの実施、桔梗が丘防犯パトロール隊 

１）青色回転灯パトロール 青色回転灯装着車１台 

２）実施要領 ： 月４回、１回 約１時間 

  桔梗が丘地区内を３コースに分け、１台の車に隊員が

乗車して、それぞれのコースを巡回する。 

  （毎月５日、１５日、２０日、２５日） 

 

３．命の笛贈呈 

 １）令和２年４月、地区内の３小学校の新入児童等に 

贈呈する。 

 

４．桔梗が丘自治連合協議会 自主防災隊 

 １）防災訓練の実施 

   各地区において、年１回は実施することにより、住

民の防災意識の高揚を図る。防災訓練報告書配布 

 

５．「地域の課題」を考える講演、防災について 

防災マニュアルの配布 

 

６．消火栓ホース格納箱設置・・・設置場所４箇所 

   ① 桔梗が丘３番町 ② 桔梗が丘７番町２区 

   ③ 桔梗が丘西５番町 ④ 桔梗が丘西７番町 

 

 

７．消火栓にホースを接続した放水訓練を実施 

  １）訓練場所・・・名張消防署 

  ２）開催時期・・・年２回、予定７月、１０月 

  ３）開催条件・・・１回の訓練は、２０名程度 

 

桔梗が丘‟ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 

 

予算額       ２，０００円 

 

 

 

 

 

 

予算額      ２９，２００円 

・活動費      １９，２００円 

・雑費       １０，０００円 

 

 

 

 

予算額      １５，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算額      １５，０００円 

 

 

予算額     ４３７，６００円 

・材料費     ３４７，３２８円 

・格納箱設置工事費 ８６，４００円 

・雑費        ３，８７２円 

 

予算額      ４３，０００円 

・傷害保険      ２８，０００円

・雑費        １５，０００円

 

 

予算額合計 ５４１，８００円 
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快 適 環 境 部 会  

平成３１年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

 

Ⅰ 環境を守る活動 

地域の環境を守り育てる 

 

 1 公園美化運動（みどり環境保全整備事業「桔梗が丘みどり

の会」と協働連携） 

  桔梗の森公園のクリーン活動を 2カ月に 1回実施する。雨天

の場合は翌日とする。(4,6,8,10,12,2 月、原則第 1 月曜日

午前 9時―10 時) 

   

 

 2 花いっぱい運動 

近隣公園や街区公園に自然の花を植栽し、桔梗が丘の里山花

景観の復活と維持を図る。 

 

  

 

3 桔梗が丘クリーン大作戦 2019 

名張クリーン大作戦に参加するとともに、同作戦の趣旨に賛

同して活動する自治会を奨励する。実施：6月 2日（日） 

 

 

4 桔梗が丘の「すばらしい環境、風景、情景、人々の活躍」

などに関する写真募集と展示 (1 月実施) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者粗品    20,000 円 

ビニールゴミ袋(45L,50 枚) 

          1,500 円 

軍手(12 足)     4,200 円 

 

 

 

花の苗      15,000 円 

培養土(14L)    10,000 円 

 

 

 

 

協賛自治会参加者粗品  

         30,000 円 

 

 

 

賞品など     20,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰの合計 １００，７００円
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Ⅱ 環境を知る活動 

地域の自然を楽しみながら住環境を知り、環境を守る大切さを知

る。 

 

1 桔梗が丘東小学校での児童の自然体験学習支援  

（東山ふれあいの森）(10 月実施予定)  

（「子どもたちと地域の絆づくり事業」「みどり環境保全整

備事業『桔梗が丘みどりの会』」との協働連携） 

 

2 桔梗が丘付近の自然を知る活動 

(1) 新緑ハイキング（児童の自然体験学習コース探索） 

(東山ふれあいの森) 5 月 5 日(日)  

 (2) 公園と町中をぶらり探索するハイキング 

(初瀬街道と鳴滝公園、南住宅地緑地めぐり)  

11 月 20 日(水) 

 (3) バード・ウォッチング 

(桔梗の森公園、東・西徳明池) 2020 年 1 月 

 

3 桔梗が丘ホタル祭り（桔梗が丘 5番町、シャックリ川） 

(1) 第 1 部 

 音楽グループによる歌と演奏(夏やホタルにちなむ歌 

曲) 

6 月 15 日(土)午後 6時―午後 7時 30 分 

(2) 第 2 部 

ホタル鑑賞会 午後 7時 30 分―午後 9時 

 

4 「季節の便り」発行・掲示 

年間6回程度桔梗が丘地域内の生き物だよりや季節の見ど

ころを、桔梗が丘市民センターや桔梗の森公園内などに掲示

し紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

桔梗が丘“ほっとまち”プロジェクト事業と協調して事業を進める。

 

 

 

 

 

自然体験学習関係費 

         100,000 円 

 

 

 

講師謝礼     40,000 円 

参加賞      48,000 円 

傷害保険料(ホタル祭り・ハイキ

ング)       5,000 円 

資料等調査作成費 10,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱの合計 ２０３，０００ 円

 

 

 

 

予算額 ３０３，７００円
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地 域 福 祉 部 会  

平成３１年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

１．高齢者、障がい者等への友愛訪問活動     

・毎月１回地区の民生委員児童委員が「陽だまり」を

携え訪問し、安否確認と相談・支援活動を実施。 

・民生委員児童委員活動を広く知ってもらうため「陽

だまり」を各地域で回覧し読んでもらう。 

       

２．年末友愛訪問     

  見守りの必要な世帯へ、友愛品（プレゼント）を持っ

て訪問。 

   ・７５歳以上の１人暮らし世帯 

・７５歳以上の高齢者のみ世帯 

・重度の寝たきりや認知症の方のいる世帯 

  

３．高齢者のつどいの実施    

  ・８０歳以上の高齢者が親睦と交流を図るため開催 

・実施時期： 令和元年５月２６日（日） 

・参加予定者：約１８０名   

    

４．いきいきサロンの実施   

・地域内１３箇所の小地域で、高齢者同士が近隣の

絆を深め、お互いの顔が見える中で、友達づくり

や絆づくりをする機会とする。   

・各サロンの年間計画に基づいて実施。  

・年間参加者目標 2,000 名   

       

５．障がい者グループホーム交流会   

・地域内の３箇所の障がい者グループホームとの交流

会を行う。 

・年１回実施 

・実施時期： 令和元年１０月６日（日） 

       

６．赤ちゃん、ちびっ子「なかよしひろば」 

  ・未就園児と保護者のつどいを、市民センター講堂で

行う。 

毎月第３火曜日に実施する。 

 

桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。

 

予算額 ４０，０００円 

「陽だまり」印刷費 

 

 

 

 

予算額 ２５０，０００円 

（友愛品購入費） 

 

 

 

 

 

予算額２００，０００円 

 

 

 

 

予算額５８０，０００円 

 

 

 

 

 

 

予算額 ５０，０００円 

 

 

 

 

 

予算額 ６０，０００円 

 

 

 

 

予算額合計 １，１８０，０００円 
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別紙８ 平成３１年度協議会会計予算書（案） 
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議案第７号 平成３１年度“ほっとまち”プロジェクト事業計画（案）及び特別会計予算

（案）の承認に関する件 

 

 

 平成３１年度の“ほっとまち”プロジェクト事業計画（案）及び特別会計予算（案）について、次の

通り定めます。 

１．ほっとまち茶房ききょう事業 

２．子どもたちと地域の絆づくり事業 

３．みどり環境整備保全事業 

４．ききょう農楽園事業 

５．桔梗が丘お助けセンター事業 

 

 

１．平成３１年度ほっとまち茶房ききょう事業計画（案） 

平成３１年度も市民センターに、多くの来訪者が期待されるなか茶房は住民の皆さんが気軽に立ち寄

り、ふれあい交流の場となるよう、サービススタッフの「おもてなし」で、「ほっと一息つける居場所」

にしていきます。 

平成３１年度の主な取り組み 

○ 歌声喫茶の定期開催 

   歌声喫茶は、毎月１回ハーモニカ、キーボード、二胡、マンドリン等演奏に合わせて、童謡・唱

歌・歌謡曲等をみんなで楽しく唄っています。 

本年度も引き続き毎月１回（第４水曜日）の定期開催をします。 

 ○ イベントの開催 

昨年はシリウス七夕コンサート、クリスマスコンサートを開催して多くの皆様に喜んで頂き、引

きつづき開催要望が多くあります。本年度も昨年同様のイベントの開催を実施していきます。 

 ○ 他の団体との協賛事業 

農楽園の農作物の販売については、昨年不定期で短期間に行い好評を得ました。将来の本格的実

施に向けて本年度は更なる拡大を図っていきます。 

また、昨年桔梗が丘中学校バザーに初めて出店し地域の皆様に喜んで頂きました。本年度も要請

が有れば出店を実施していきます。 

○ 新メニューの採用 

利用者の声を聴きながら採算制を考慮し、新メニューを採用していきます。 

 ○ ボランティアスタッフの確保等 

円滑な運営を確保するため、スタッフの増員確保を図ります。 

 

平成３１年度ほっとまち茶房ききょう特別会計予算（案） 

（収入の部）                                （単位 円） 

区  分 予 算 額 摘  要 

利用料収入 ９００，０００ コーヒー等 9,000杯 

市社協補助金 ５０，０００ 補助金、共同募金還付金 
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繰越金 ２２，４７５ 平成３０年度繰越金 

雑収入 ０ 預金利息 

合 計 ９７２，４７５  

（支出の部）                                （単位 円） 

区  分 予 算 額 摘  要 

運営経費 ８８２，４７５ 材料費、実費弁償、消耗品費等 

光熱水費負担金 ４０，０００ 市民センター一部負担分 

積立金 ５０，０００ 備品購入及び修繕引当金 

合 計 ９７２，４７５  

 

 

２．子どもたちと地域の絆づくり事業計画（案） 

 ７年目となる平成３１年度は桔梗が丘子どもたちと地域の絆づくり事業連絡協議会主催の３校合同

事業として引続き通学路花いっぱい運動を中心に据えつつ、昨年桔梗が丘小学校で行った里山自然体

験学習を本年度も快適環境部会、みどりの会、と協働で実施します。学校、ＰＴＡ、ボランティア、

地域の皆さん等が目的を達成するために絆を育み成功した昨年の経験を活かし、東山ふれあいの森を

舞台に今年は桔梗が丘東小学校で実施致します。 

 通学路花いっぱい運動については春は種を播き苗を育て、秋は苗を購入し植えつけるように致しま

す。プランター（花壇）を少し増設し、なお地域との絆を深め、今後も３校がお互いの事業のノウハ

ウの共有を進めたいと思います。自治連合協議会の他の部会との連携については、上述の快適環境部

会、とみどりの会、及び教育文化部会との協働継続を行います。 

 事業予算については名張市放課後子ども教室事業の助成金の申請を行うと共に、自然体験学習では、

みえ森と緑の県民税市町交付金を申請します。プランター（花壇）の増設につきましては、ゆめづく

り協働事業助成金を申請致します。 

 

子どもたちと地域の絆づくり事業特別会計予算書 

（収入の部）                            （単位：円） 

区 分 予算額 摘 要 

事業委託費 １７２，０００ 名張市放課後子ども教室事業 

助成金 １００，０００ みえ森と緑の県民税市町交付金 

ゆめづくり協働事業助成金 １００，０００ プランター（花壇）の増設、花の購入 

自治連合協議会負担金 ３０，０００ 自治連合協議会 

合 計 ４０２，０００  

（支出の部）                            （単位：円） 

区 分 予算額 摘 要 

報償費 ８２，０００ サポーター費用弁償等 

需用費 ３２０，０００ 花、苗、土、資材、花壇、他 

合 計 ４０２，０００  
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３．みどり環境整備保全事業（桔梗が丘みどりの会事業）平成３１年度活動計画（案） 

 桔梗が丘地内には、桔梗の森公園（１０号公園）、鳴滝公園（１１号公園）、野鳥公園（西５号公園）

をはじめ、ため池を中心に多くの自然緑地が残されている。また、東山ふれあいの森など近隣にも森

林が広がっている。その豊かな自然と緑は、住宅団地である桔梗が丘に住まいする住民にとって、か

けがえのないものとなっている。こういった桔梗が丘地内や近隣の自然緑地の保全管理については、

桔梗が丘自治連合協議会のプロジェクト事業部会組織である〞桔梗が丘みどりの会〞が中心となって

取り組みを進めていく。主な事業の内容は、次のとおりである。 

（１）桔梗の森公園（１０号公園）、鳴滝公園（１１号公園）、野鳥公園（西５号公園）をはじめとし

た桔梗が丘地内及び近隣の自然緑地の保全管理に取り組む。 

（２）桔梗の森公園（１０号公園）については、名張市から清掃の委託を受け作業実施する。 
（３）桔梗が丘自治連合協議会の快適環境部会・地域のきずなづくり事業組織及び桔梗が丘東小学校

並びにグリーンボランティア組織等と連携し、東山ふれあいの森において環境教育推進事業に

取組む。また、桔梗が丘自治連合協議会活動者交流会等にも取り組む。 
（４）自然環境の保全に取り組んでいる他の団体とも、趣旨が合致する範囲において連携した活動に

も取り組む。 
（５）平成３０年度名張市みえ森と緑の県民税市町交付金活用事業の採択を受け、桔梗の森公園(１０

号公園)をはじめとした桔梗が丘地内及び近隣の自然緑地や里山において枯木の伐倒処理・コナ

ラの保護育成・自然緑地にふさわしい樹木の植樹や植物の植栽等、みどり環境の整備と保全を

図る。 
 

平成３１年度特別会計予算（案）みどり環境整備保全事業（桔梗が丘みどりの会事業） 

（収入の部）            （単位円） 
区  分 予 算 額 摘 要 

委託料   ７７，０００ 名張市(桔梗の森公園作業） 

みえ森と緑の県民税市町交付

金事業補助金 
 ３００，０００ 名張市 

雑収入      ９８０ 利息、寄付金等 

繰越金   ４５，０２０ 前年度より繰越 

 合  計  ４２３，０００  
（支出の部）            （単位円） 

区  分 予 算 額 摘 要 

需用費 ３５０，０００ <事業対応内訳> 
みえ森と緑の県民税交付金事業

分 ３０１，０００ 
一般分  ４９，０００ 

保険料   １０，０００ ボランティアスタッフ保険料 

報償費   ６３，０００ 講師・スタッフ実費弁償 

 合  計  ４２３，０００  
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４．ききょう農楽園事業計画（案） 

ききょう農楽園は、農薬を使用しない根菜類を主力として栽培し協議会等のイベントやほっとまち

茶房での提供で、好評をいただきました。また、ものづくり分科会で試作してきました菊芋ドレッシ

ングも提供していきます。 

ききょう農楽園は、共同農園から桔梗が丘皆さんの支援による協働農園として、収穫物、加工品を

皆さんに提供していきます。 

根菜類だけでなく、果菜類も挑戦していきます。 

また、健康に良いとされる菊芋を素材として、乾燥、パウダーへも提供できるよう挑戦していきま

す。 

・平成３１度の事業予定 

①  じゃがいも、サツマイモ、サトイモ、大根、人参、玉ねぎ、菊芋の収穫量アップ 

②  ビニールハウスの本格活用。果菜類の育苗 

③  ６次産業化推進 菊芋使った加工品開発、提供 

④  各自治連合会 部会、プロジェクト、市民センター等との連携  

 

・平成３1年度特別会計予算（案） 

収入の部                            （単位：円） 

区  分 予 算 額 摘  要 

会  費 ５０，０００  

ゆめづくり協働事業助成金 ３００，０００ 農機、6次産業化推進等 

売上金・支援金 １６０，０００ 野菜、加工品等 

繰越金 １９４，４０６ 前年度より繰越 

合 計 ７０４，４０６  

支出の部                           （ 単位：円） 

区  分 予 算 額 摘  要 

消耗品費 ９５，０００ 種苗代、肥料代、他 

雑費、販売費等 ９０，０００ 資材、加工素材等 

備品等 ３００，０００ トラクター、野菜乾燥機等 

機器等修繕引当て等 ２１９，４０６  

合 計 ７０４，４０６  

 
 

５．桔梗が丘お助けセンター事業計画（案） 

お助けセンターの活動は、名張市及び名張市社会福祉協議会の財政的な支援を受けながら、日常生

活支援、外出支援及び配食支援の３部門が連携し、支援サービスを展開しています。スタート当初か

らの事務局体制の整備や支援スタッフの確保等お助けセンターが抱える基本的な課題は残っています

が、各部門の運営上の課題等はその都度運営委員会において協議、調整し解決に努めています。平成

３１年度も引き続き安定した事業展開を図るため次の取り組みを進めます。 
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① 事務局体制の整備等基本的課題の解決 

お助けセンター事務局の管理業務及び各部門の支援スタッフの確保については、引き続き協議

を進め、スタッフの負担軽減を図り、継続的、安定的なボランティア活動ができるように努めま

す。特に支援スタッフの高齢化、人手不足が顕著になり深刻化しており、今後継続的に新規支援

スタッフの確保に努めます。 

② 外出支援用の公用車両の購入 

   現在、公用車両１台を保有し、送迎サービスを行っていますが、大部分を支援スタッフ個人の

自家用車に依存しています。個人負担の軽減を図るため、本年度新規に１台、リース契約により

公用車両を確保します。 

③ 南市民センター調理室の衛生管理の徹底 

   調理室の衛生管理については、万全の注意を払い日々活動をしていますが、昨年から専門業者

による清掃点検を始めたところであり、本年度も計画的に衛生管理を進めます。 

 

収支予算（案） 

収入の部                         （単位：円） 

区  分 予算額 摘  要 

市補助金 １，５００，０００  

社協助成金 ５５０，０００  

地域負担金 １００，０００  

利用料 ４，０００，０００  

雑収入 ６６４  

前期繰越金 ２１９，３３６  

合計 ６，３７０，０００  

  利用料内訳  家事支援   １５０，０００円 

         外出支援   ５００，０００円 

         配食支援 ３，３５０，０００円 

支出の部                         （単位：円） 

区  分 予算額 摘  要 

センター運営費 ５，８７０，０００ 食材費、情報通信費、光熱

費、消耗品費、備品購入費、

実費弁償等 

調査研修費 ２５０，０００  

保険料 ２５０，０００ 自動車保険、ボランティア

保険等 

合計 ６，３７０，０００  
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議案第８号 平成３１年度市民センター事業計画（案）及び市民センター会計予算（案）

の承認に関する件             桔梗が丘市民センター・南市民センター 

 

 平成３１年度の市民センター事業計画（案）及び会計予算（案）を別紙のとおり定めます。 

 市民センターの管理運営には、平成１８年９月から実施の指定管理者制度のもとで効率的な運営に

努めておりますが、今年度も当該制度を充分に生かした管理運営を行ってまいります。 

 
別紙９ 平成３１年度市民センター事業計画書（案） 
別紙１０ 平成３１年度市民センター会計予算書（案） 
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別紙９ 平成３１年度市民センター事業計画書（案）      桔梗が丘市民センター・南市民センター 

 

学級・教室                     （開設数は年間。参加数は予想延べ人数） 

名称 開設数 参加者数 主たる内容 

健康と運動の講座 

「よくばり青春体操」 

１８回 ３００名 名賀医師会が考案した高齢者向けの簡易な 

体操。寝たきりと認知症予防のための筋肉 

強化に医学的効果が強いと言われる。 

名張市の「健康・子育て支援室」などが 

主管となって普及に努めている。 

メンズストレッチ １２回 ３００名 男子専門のストレッチ教室。南のセンター。 

天体観測会 

「夏の星空を望遠鏡で

観よう」 

１回 ５０名 子供、親子を対象とした天体観測会。 

「館外の体験学習」講座。於、桔梗が丘小学校

グラウンド。 

 

講演・講座 

名称 開催数 参加者数 内容、狙い 

連続公開講座 

共通テーマ 「心身の健

康をいつまでも」 

４回 ３５０名 桔梗が丘市民センター恒例の連続公開講座、 

高齢者の健康などの専門家を講師として招き、

「心身の健康をいつまでも」を各専門分野の研

究を語る。 

館外学習講座 

「心の洗濯をする“写

仏”と“古刹拝観”」 

 

２回 

 

１００名 名張市の公用バスを利用する館外学習。 

写仏は仏の姿を描き写す行（ぎょう）である。

心静かに筆を運び自分自身と向き合う静かな

時を体感する。 

地域デビュー講座 

 

「“そっとやさしく”〜 

子供たちを一人にさせ

ない。」 

 

１回 １００名 

 

「地域の課題解決のための講座」ともいわれ

る。協議会各部会、各委員会、各プロジェクト

が主催する事もある。 

今回は歌と語りを通して現代人が忘れかけて

いる人の温かさを伝える講座。 

音楽こうぼう「夢かぼちゃ」店主、三重県 

生涯学習センター所長、長島りょうがん氏。 

 

行事 

名称 開催数 参加者数 内容 

プチコンサート １回 ３００名 地域の中学校、高校の吹奏楽団、筝曲等を招い

ての演奏会。地域、学校、生徒との交流。 

第 35 回 市民センター

祭 

1 回 2,500 名 10 月 26（土）〜10 月 27（日）サークルの 

成果発表をする文化祭。 
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別紙１０ 平成３１年度市民センター会計予算書（案） 

 



- 60 - 
 

参考資料 
 
参考資料１ 桔梗が丘自治連合協議会組織図 
 
参考資料２ 桔梗が丘自治連合協議会関係者名簿（理事・監事、自治会長・区長、評議員） 
 
参考資料３ 桔梗が丘自治連合協議会関係規定 
   ・桔梗が丘自治連合協議会規約 
   ・桔梗が丘自治連合協議会規約施行規則 
   ・会計処理規程 
   ・市民センター管理運営規程 
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参考資料

１ 桔梗

が丘自治

連合協議

会組織図 

参考資

料２ 

桔梗が

丘自治

連合協

議会関

係者名

簿 
理事・監

事（案） 
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 役職名 氏   名 備   考 

１ 会長 辻森 保蔵 自治連合会代表幹事 

２ 副会長 大垣 孝彦 総務委員長 

３ 副会長 山本 雅信 
自治連合会副代表幹事 

自治連合会第３ブロック幹事 

４ 理 事 河合 進 自治連合会第１ブロック幹事 

５ 〃 中西 雅文 自治連合会第２ブロック幹事 

６ 〃 松波 久子 自治連合会第４ブロック幹事 

７ 〃 阪本 忠士 企画運営委員長 

８ 〃 北森 義次 広報委員長 

９ 〃 吉村 末好 健康推進部会長 

１０ 〃 廣岡 貞之 住民交流部会長 

１１ 〃 竹原 啓子 教育文化部会長 

１２ 〃 武仲 元男 生活安全部会長 

１３ 〃 加納 康嗣 快適環境部会長 

１４ 〃 上島 芳子 地域福祉部会長 

１５ 〃 木村 好信 
桔梗が丘市民センター長・ 

桔梗が丘南市民センター長 

１６ 〃 松岡 雅啓 会計統括責任者 

１７ 監 事 中村 満  

１８ 〃 山﨑 有三  
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自治会長・区長                 評議員 

氏   名 自治会・区名 氏   名 選出団体 

太 田  守 １番町区 辻 本 幸 三 １番町区 

関 田  昇 ２番町第１区 野 中 康 弘 ２番町第１区 

河 合  進 ２番町第２区自治会 森 内 睦 子 ２番町第２区自治会 

竹 澤 陽 一 ２番町第３区自治会 竹 森 喜 慶 ２番町第３区自治会 

出 谷 千 秋 ３番町自治会 中 川  健 ３番町自治会 

福 森  讓 ４番町区自治会 南 園 真 純 ４番町区自治会 

繁 田 邦 明 ５番町第１区 橋 井  治 ５番町第１区 

坪 香  昭 ５番町第２区 岡 本 昭 治 ５番町第２区 

児 玉 充 功 ５番町第３区 渡 辺  保 ５番町第３区 

中 西 雅 文 ６番町区 冨 島 雅 俊 ６番町区 

北 林 俊 秀 ７番町１区自治会 角 谷 憲 一 ７番町１区自治会 

西 宮 剛 志 ７番町２区自治会 奥  潤 一 郎 ７番町２区自治会 

黒 川 憲 文 ８番町１区自治会 増 田 清 賢 ８番町１区自治会 

武 仲 元 男 ８番町２区自治会 武 仲 生 子 ８番町２区自治会 

山 本 雅 信 南第１区 池 田 扶久江 南第１区 

齋 藤 良 典 南第２区 𠮷 村 和 仁 南第２区 

寺 見 良 一 南第３区 西  幸 雄 南第３区 

丸 山 成 昭 西１番町自治会 冨 澤 一 郎 西１番町自治会 

山 本 修 司 西２番町自治会 杉 森 隆 夫 西２番町自治会 

上 谷 義 博 西３番町自治会 桑 平 泰 介 西３番町自治会 

笠 松 三 郎 西４番町自治会 日 浦 直 人 西４番町自治会 

中 西 昭 男 西５番町自治会 大 野 一 正 西５番町自治会 

松 波 久 子 西６番町自治会 永 井 博 之 西６番町自治会 

関 本 勇 治 西７番町自治会 木 下 康 介 西７番町自治会 

  中   尚 子 婦人会 

  池 田 一 弥 老人クラブ協議会 

  川 口  力 子ども会連合会 

  細 川 智 之 保育所・幼稚園 

  梅 澤 裕 子 小・中学校（ＰＴＡ）

  樫 本 惠 子 民児協 

  村 田 憲 子 民児協 

  竹 内  基 民児協 

  西 浦 浩 之 桔梗が丘商店会 

  村 田 純 一 消防団 

  野 田  昭 健康推進部会 

  杉 中 清 哉 住民交流部会 

  岸 本 重 郎 教育文化部会 

  石 崎  潮 生活安全部会 

  田 中 博 明 快適環境部会 

  丹 羽 淳 子 地域福祉部会 
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参考資料３ 桔梗が丘自治連合協議会関係規定 
 

桔梗が丘自治連合協議会規約 

第 1章 総 則 

（名 称） 

第１条 本会は、桔梗が丘自治連合協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

（事務所） 

第２条 協議会は、事務所を桔梗が丘市民センター内に置く。 

    名張市桔梗が丘６番町１街区１３１番地の４ 

（目 的） 

第３条 協議会は、豊かで住みよいまち「桔梗が丘」を創造するため、住民の交流を図り、地域

のつながりを深め、住民が主体となって活力と魅力あふれる良好な居住環境及び安全、安心な

生活環境の実現をめざすものとする。 

（運営の原則） 

第４条  協議会の運営は、住民自治の基本である住民参加の自由、発言の自由等を保障する。 

２ 前項を達成するため、次の事項を運営の責務とする。 

 （１）協議会運営の民主制を確保すること。 

 （２）自立した地域社会を創造し、実現に向けての取り組みを行うこと。 

 （３）協議会への活動参加の公平性を確保すること。 

 （４）住民等の意見や要望等の集約をすること。 

 （５）情報の公開及び共有を行うこと。 

 （６）その他、運営上不可欠と思われる事項を実施すること。 

（事 業） 

第５条 協議会は第 3条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。 

 （１）地域住民の健康及び福祉の増進に関する事業。 

 （２）地域住民の交流に関する事業。 

 （３）高齢者の生きがいづくりに関する事業 

  （４）青少年の健全育成に関する事業。 

 （５）自主防犯及び自主防災に関する事業。 

 （６）環境及び景観の保全に関する事業。 

 （７）地域文化の継承及び創出に関する事業。 

 （８）コミュニティビジネス等地域活性化に関する事業。 

２ 前項に掲げるもののほか、特に協議会が必要と認めた事業を行う。 

（地域ビジョン） 

第６条 協議会は、名張市地域づくり組織条例（平成２１年条例第３号）第９条の規定に基づき

桔梗が丘の地理的な特性、自然、産業、歴史及び文化等の地域資源を活用し、課題を解決する

ため、理念、基本方針及び将来像をとりまとめ地域ビジョンを策定し、その実現に向けて努め

るものとする。 

（会 員） 
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第７条  協議会の会員は、桔梗が丘地区に居住する住民及び団体、並びに桔梗が丘地区で事業

活動する事業所で構成する。 

２ 前項で規定する団体は、次に揚げるものとする。 

 （１）桔梗が丘地区自治会又は区 

 （２）桔梗が丘地区婦人会 

 （３）桔梗が丘地区高齢者の会 

 （４）桔梗が丘地区こども会育成会 

 （５）桔梗が丘地区保育所、幼稚園及び保護者会 

 （６）桔梗が丘地区小学校、中学校、高等学校、並びにＰＴＡ 

 （７）桔梗が丘地区民生・児童委員協議会 

 （８）桔梗が丘商店街 

 （９）名張市消防団蔵持分団川北部桔梗が丘班 

３  桔梗が丘地区市民センター自主サークルクラブ、各種ボランティア団体その他任意団体、並

びに協議会の趣旨に賛同し、積極的に活動に参加する団体又は事業所は、理事会の承認を得て

第１項の構成団体又は事業所とすることができる。 

（会員の役割） 

第８条  会員は、協議会の行う行事や地域コミュニティ活動及びボランティア活動等への積極

的な参加などを通して、桔梗が丘のより良いまちづくりに貢献する。 

２ 会員は、自治会費（区費）として納入した分から総会で決定された金額を協議会活動経費の

一部として負担する。 

 

第２章 評議員及び総会 

第１節 評議員 

（定 数） 

第９条  評議員の定数は、40 名以内とする。 

２ 評議員の選出母体は、次の各号のとおりとする。 

 （１）桔梗が丘自治会又は区    24 名 

 （２）事業部会           6 名 

 （３）団体等         10 名以内 

（役 割） 

第 10 条 評議員は、定時総会及び臨時総会において、理事会が提案する議案を審議し、議決す

る。 

２ 評議員は、協議会の運営の諸事項について、調査等をおこない、理事会に提案することがで

きる。 

（選 出） 

第 11 条 地区自治会選出の評議員は、各自治会の会長、区長またはその組織の責任者が選出し、

会長宛選出届けを提出する。 

２ 各事業部会選出の評議員は、部会長が選出し、会長宛選出届けを提出する。 

３ 各種団体選出の評議員は、団体の代表者または責任者が選出し、会長宛選出届けを提出する。 

（任 期） 
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第 12 条 評議員の任期は、選出後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定

時総会の終結の時までとする。 

２ 任期満了前に退任した評議員の補欠又は増員により選出された評議員の任期は、前任者又は

他の在任評議員の任期の残任期間と同一とする。 

 

第２節 総 会 

（構成と役割） 

第 13 条 総会は評議員をもって構成し、最高議決機関とする。 

（総会の招集） 

第 14 条 総会は、協議会会長（以下「会長」という。）が招集する。 

（定時総会） 

第 15 条 定時総会は、毎年事業年度終了後２ヶ月以内に招集する。 

（臨時総会） 

第 16 条 会長は、評議員総数の３分の１以上の者が会議に付議すべき事項及び開催の理由を記

載した書面を提出して総会の開催の請求をしたときは、その請求があった日から２０日以内に

臨時総会を開催しなければならない。 

２ 前項のほか、会長が必要があると認めるときは、臨時総会を開催することができる。 

（総会の開催手続） 

第 17 条 会長は、総会を開催しようとするときは、開会の日の５日前までに、評議員に日時及

び場所、会議に付議すべき事項を示した開催通知を送達しなければならない。 

（定足数） 

第 18 条 総会は、評議員総数の過半数が出席しなければ議事を開き、議決をすることができな

い。 

（議長等の選出） 

第 19 条 総会の議長及び副議長は、評議員の互選により選出する。 

（議長等の任期） 

第 20 条 議長及び副議長の任期は、第 12 条の規定を準用する。 

（議長等の役割） 

第 21 条 議長は、評議員を統括し、総会の運営を行う。 

２ 議長は、第 10 条第 2項に関して、研修の会議等を開催することができる。 

３ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（総会の議決） 

第 22 条 総会の議事は、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するとこ

ろによる。ただし、第 23 条第 3号のうち、制定及び廃止については、出席した評議員の３分

の２以上の決するところによるものとする。 

２ 総会は、第 17 条の規定により、予め通知した議案のみ議決することができる。 

（総会の議決事項） 

第 23 条 次の各号に掲げる事項は、総会の議決を得なければならない。 

 （１）会長、副会長及び理事の承認に関する事項 

 （２）監事の承認に関する事項 
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 （３）規約の制定、改正、及び廃止に関する事項 

 （４）毎事業年度の予算及び事業計画に関する事項 

 （５）毎事業年度の決算及び事業報告に関する事項 

 （６）毎事業年度決算監査及び業務監査報告に関する事項 

 （７）地域ビジョンの策定に関する事項 

 （８）その他重要な事項 

（総会の議事録） 

第 24 条 総会の議事は、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人２名が署名、捺印しなければな

らない。 

（総会の傍聴） 

第 25 条 会員は、定時総会及び臨時総会を傍聴することができる。   

 

第３章 理事及び理事会 

第 1節 理 事 

（定 数） 

第 26 条 理事の定数は２０名以内とする。 

（理 事） 

第 27 条 理事は、次の各号に掲げる者を充て総会の承認を得て就任する。 

 （１）自治連合会代表幹事及び４ブロック選出の幹事 

 （２）総務委員会委員長 

 （３）企画運営委員会委員長 

 （４）広報委員会委員長 

 （５）事業部会部会長 

 （６）桔梗が丘市民センター長 

 （７）会計統括責任者 

（役 職） 

第 28 条 協議会は、会長１名及び副会長２名以内を置く。 

（選 出） 

第 29 条 会長は、自治連合会代表幹事をもって充て総会の承認を得て就任する。 

２ 副会長は、理事の中から会長が指名する。 

（任 期） 

第 30 条 理事の任期は、第 12 条の規定を準用する。 

（役 割） 

第 31 条 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

３ 理事は、規約及び総会の議決に基づき協議会の会務を執行する。 

第２節 理事会 

（構成と役割） 
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第 32 条 理事会は、理事をもって構成し、協議会の最高意思決定機関であり、組織運営の執行

決議機関とする。 

（招 集） 

第 33 条 理事会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。 

（定足数） 

第 34 条 理事会は、理事総数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができ

ない。 

（議 決） 

第 35 条 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（議決事項） 

第 36 条 次の各号に掲げる事項は、理事会に付議しなければならない。 

 （１）総会の招集及び総会に提出する議案等に関する事項 

 （２）事業運営の具体的方針に関する事項 

 （３）規則等の改廃に関する事項 

 （４）受託事業及び指定管理者制度に基づく管理運営に関する事項 

 （５）その他理事会において必要と認める事項 

（議事録） 

第 37 条 理事会の議事は、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議長及び理事会において選任された議事録署名人２名が署名、捺印しなければ

ならない。 

 

第４章 自治連合会 

（構成と役割） 

第 38 条 協議会に自治連合会（以下「連合会」という。）を置き、区長又は自治会長（以下「区

長等」という）をもって構成する。 

２ 連合会は、協議会と自治会又は区を結ぶ中心的な組織であり、その役割は、地区住民の意思

を反映させ、協議会の運営の根幹を担うものとして活動を行う。 

３ 連合会は、協議会の運営及び施策について理事会に提案及び建議ができる。 

（幹 事） 

第 39 条 連合会に、代表幹事１名、副代表幹事１名及び幹事３名を置く。 

（選 出）  

第 40 条 桔梗が丘２４区を施行規則に定める４ブロックに分けるものとする。 

２ 幹事の選出は、前項に定める４ブロックの代表者の中から選出する。 

３ 代表幹事は４ブロックの代表者の互選、もしくは４ブロックの代表者が推薦し、連合会が承

認した者とする。 

４ 互選により代表幹事を選出したブロックは、別に幹事を選出しなければならない。 

（招 集） 

第 41 条 連合会は、必要に応じて代表幹事が招集し、その議長となる。 

（定足数） 
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第 42 条 連合会は、区長等の３分の２以上が出席しなければ議事を開き、議決をすることがで

きない。 

（議 決） 

第 43 条 連合会の議事は、出席した区長等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

（議決事項） 

第 44 条 連合会における審議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。    

 （１）理事会への付託事項 

 （２）連合会の活動方針に関する事項   

 （３）桔梗が丘全地区に係る自治会活動に関する事項 

 （４）委員会に対する要請に関する事項 

 （５）事業部会よりの要請及び協力体制に関する事項 

 （６）その他連合会会員よりの要請に関する事項 

（地区自治会等の提案） 

第 45 条 桔梗が丘 24 地区の区又は自治会（以下「自治会等」という。）は、協議会の事業等に

ついて連合会に対して提案することができる。 

２ 連合会は、自治会等が議決した事項の提案並びに具申等を尊重しなければならない。 

（議事録）  

第 46 条 連合会の議事は、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議長及び連合会において選任された議事録署名人２名が署名、捺印しなければ

ならない。 

 

第５章 委員会 

（委員会） 

第 47 条 協議会に、総務委員会、企画運営委員会及び広報委員会（以下「委員会」という。）を

置く。 

２ 各委員会は、施行規則に定める任務等を行う。 

（構 成） 

第 48 条 委員会は、協議会の会員、会員が団体にあっては当該団体が指名する者をもって構成

する。ただし、特に必要な場合は、理事会の承認により、会員以外の者を委員にすることがで

きる。 

（役 職） 

第 49 条 委員会に、委員長、副委員長各１名を置く。 

（選 出） 

第 50 条 委員会の委員長及び副委員長は、理事会の承認を得て会長が任命する。 

（任 期） 

第 51 条 委員会の委員長及び副委員長の任期は、第 12 条の規定を準用する。 

（役 割） 

第 52 条 委員会は、理事会より付託された事項、その他協議会の運営に必要な事項の審議検討

を行う。 
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（招 集） 

第 53 条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。 

（議 決） 

第 54 条 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（議事録） 

第 55 条 委員会の議事は、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議長及び委員会において選任された議事録署名人２名が署名、捺印しなければ

ならない。 

（設 置） 

第 56 条 協議会は、必要に応じて新たな委員会を置くことができる。 

２ 新たな委員会は、理事会で決定し、総会の承認を得るものとする。 

 

第６章 事業部会及びプロジェクト事業部会 

（事業部会） 

第 57 条 協議会に第 5 条に規定する事業を行うため「健康推進部会」「住民交流部会」「教育文

化部会」「生活安全部会」「快適環境部会」「地域福祉部会」の６事業部会を置く。 

２ 各事業部会が行う事業の範囲は、施行規則に定める。 

（構 成） 

第 58 条 事業部会は、協議会の会員、会員が団体にあっては当該団体が指名するものをもって

構成する。   

（役 職） 

第 59 条 事業部会に、部会長及び副部会長を置く。 

（選 出） 

第 60 条 事業部会の部会長及び副部会長は、理事会の承認を得て会長が任命する。 

 （任 期) 

第 61 条 部会長及び副部会長の任期は、第 12 条の規定を準用する。 

（役 割） 

第 62 条 事業部会は、第 5 条に規定する事業を行うため、活動の企画立案を行い、連合会及び

理事会の協力のもと実施する。 

（招 集） 

第 63 条 事業部会は、必要に応じて部会長が招集し、その議長となる。 

（議 決） 

第 64 条 事業部会の議事は、出席した部会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

（議事録） 

第 65 条 事業部会の議事は、議事録を作成し部会長が署名する。 

（設 置） 

第 66 条 協議会は、必要に応じて新たな事業部会を置くことができる。 

２ 新たな事業部会設置は、理事会で決定し、総会の承認を得るものとする。 
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（プロジェクト事業部会） 

第 67 条 協議会に地域ビジョンにより策定された事業を行うにあたり、プロジェクト事業部会

を置くことができる。 

２ プロジェクト事業部会は、それぞれの目的達成に向けて計画を策定し運営を行う。 

（構  成） 

第 68 条 プロジェクト事業部会は、協議会の会員、会員が団体にあっては該当団体が指定する

者をもって構成する。 

（運  営） 

第 69 条 プロジェクト事業部会は、目的達成等のために規約等を作成し運営を行う。 

２ 運営は、独立採算制を原則とする。 

（議事録） 

第 70 条 プロジェクト事業部会の議事は、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議事録署名人２名が署名、捺印をしなければならない。 

（報告義務） 

第 71 条 プロジェクト事業部会は、理事会と自治連合会に、９月に活動中間報告を、３月に活

動年間報告及び決算報告を行うとともに、次年度の事業計画を提出しなければならない。 

２ プロジェクト事業部会は、理事会及び自治連合会より活動等に関する報告要請を請けた時、

速やかにこれに応じなければならない。 

３ 理事会は、プロジェクト事業部会の活動状況を総会に報告し、承認を得なければならない。 

 

第７章 施設管理運営 

（施設の管理運営） 

第 72 条 協議会は、名張市の条例で定める指定管理者制度により、施設の管理運営を行うこと

ができる。 

２ 名張市との協定及び契約条件の変更又は解約については、理事会の承認を得るもとする。 

３ 協議会は、施設の管理にあたり、指定管理者制度の趣旨を尊重し、地域住民の活動拠点とし

て利用者の立場をよく理解して行わなければならない。 

（施 設） 

第 73条 協議会が指定管理者制度により管理運営する施設は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 （１）桔梗が丘市民センター 

 （２）桔梗が丘南市民センター 

２ 協議会は、指定管理者としての責務を果たすため、市民センター運営審議会及び市民センタ

ー運営委員会を置く。 

３ 市民センターの管理運営に関する事項は、市民センター管理運営規程に定める。 

 

第 8 章 受託事業 

（受託事業） 

第 74 条 協議会は、名張市の業務を契約に基づき受託すること（以下「受託事業」という。）が

できる。 

（受託事業の執行） 
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第 75 条 協議会は、事業計画等を作成し、受託事業を執行する。 

 

第 9 章 事務局 

（事務局） 

第 76 条 協議会の円滑な運営を行うため事務局を置く。 

２ 事務局にチーフと会計統括責任者を置く 

３ 事務局職員の定数は 10 名以内とする。  

（職 務） 

第 77 条 事務局職員の職務は、次の各号に掲げる事項とする。 

 （１）協議会の運営に関する事項 

 （２）市民センターの管理運営に関する事項 

 （３）協議会の事業及び市民センター活動を円滑に遂行するための業務に関する事項 

 （４）総会、理事会、連合会及び委員会の会議に関する事項 

 （５）名張市との連絡調整に関する事項 

 （６）構成団体との連絡調整に関する事項 

 （７）その他、会長及び市民センター長が必要と認める事項 

２ チーフ及び会計統括責任者は、会長及び市民センター長の職務命令により、業務を遂行する。 

３ 事務局職員は、チーフ及び会計統括責任者の職務命令により、業務を遂行する。 

 

第 10 章 会 計 

（会 計） 

第 78 条 協議会の会計年度は、毎年 4月 1 日から翌年の 3 月 31 日までとする。 

２ 協議会の会計は、協議会会計及び市民センター会計、並びに特別に設置を必要とする場合の

特別会計とする。 

（財 産） 

第 79 条 協議会の財産は、会費、負担金、事業に伴う収入、市の交付金及び寄付金等の収入に

よる。 

２ 協議会の財産は、理事会の定めるところにより会長が管理する。 

３ 協議会が解散する場合の財産処分は、総会の決するところによる。 

（経 費） 

第 80 条 協議会の経費は、財産をもって充てる。 

（事業計画及び収支予算） 

第 81 条 協議会の事業計画及び収支予算は、定時総会までに会長が作成する。 

（予算編成） 

第 82 条 協議会の予算は、委員会及び事業部会の予算要求に基づき総務委員会が予算原案の作

成をする。 

２ 総務委員会が作成した予算原案は、連合会及び理事会で審議する。 

（予算の執行) 

第 83 条 予算は、総会で承認された事業計画に基づき執行する。 

２ 会計年度終了後、定時総会で新年度の予算が承認されるまでの間は、前年度の予算に準じて
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収入及び支出をすることができる。 

３ 緊急に新たな事業の実施の必要が生じたとき、或いは、事業計画の変更の必要が生じたとき

は、理事会の承認により変更することができる。 

４ 前項により予算の変更を行ったときは、直近の総会に報告しなければならない。 

（監査義務） 

第 84 条 会長は、毎事業年度終了後速やかに事業報告書及び収支決算書を作成し、監事の監査

を受けなければならない。 

（出 納） 

第 85 条 協議会及び市民センターの出納事務は、会計処理規程に基づき事務局長及び事務局次

長の権限と責任において行う。 

２  事務局長は、毎年 9 月 30 日現在の予算の執行状況を理事会に報告するものとする。 

３  金銭出納処理及び関係書類の保存に関する事項は会計処理規程に定める。 

 

第 11 章 評価制度 

（評価制度） 

第 86 条 協議会の活動が効率効果的に行われ、その成果を検証するため評価制度を導入する。 

２ 協議会における運営、活動及び事業等すべての取り組みを評価の対象とする。 

（評価の方式） 

第 87 条 評価の方式は、事業部会が行う自己評価と企画運営委員会が行う総合評価とする。 

２ 事業部会が行う自己評価は、事業毎に終了後速やかに行う。 

３ 評価は、今後の事業に有効にかつ有益に反映されるものでなければならない。 

（評価結果の報告） 

第 88 条 企画運営委員会が行った総合評価の結果は、理事会に報告する。 

 

第 12 章 監 査 

（監 査） 

第 89 条 監査は、協議会の運営等に対する会計処理及び業務審査を監査機能の専門性及び独立

性を充実させて行い、監査機能に対する会員の信頼性を高めるとともに、協議会の発展に寄与

するものとする。 

（監 事） 

第 90 条 監査業務執行のため監事を置く。 

２ 監事は 2 名とし、総会の承認を得て会長が任命する。  

３ 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 

（任期等） 

第 91 条 監事の任期は、第 12 条の規定を準用する。 

２ 欠員が生じた場合、理事会の決議により補充もしくは、欠員とすることができる。 

(監査方法)  

第 92 条 監査は、定期監査及び随時監査により実施する。 

２ 定期監査は、会計年度終了後 2 ヶ月以内に行う。 

（監査結果の報告） 
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第 93 条 監事は、監査結果を総会に報告しなければならない。 

２ 理事会は、監査結果を尊重し協議会の運営に反映させる為に協議しなければならない。 

 

第 13 章 情報公開 

（情報公開） 

第 94 条 協議会は、その運営及び活動を広報紙、インターネットのホームページ等を通じ、適

宜適切に会員に広報するとともに、広聴に努めなければならない。 

２ 協議会は、毎事業年度の予算及び事業計画、毎事業年度の決算及び事業報告、並びにその監

査結果を公表しなければならない。 

３ 協議会は、会員からの情報公開の要求に対しては、施行規則に定める手続きにより理事会が

行うものとする。 

（情報の共有） 

第 95 条 協議会は、地域内外の各種情報を積極的に収集するとともに、適時関係団体等に提供

するものとする。 

２ 連合会は、地域内の各種情報を積極的に収集するとともに、理事会等関係機関に提供するも

のとする。  

 

第 14 章 雑 則 

（監査請求） 

第 96 条 会員は、協議会の運営等に疑義のあるときは、監査の請求を行うことができる。 

２ 監査請求の手続き等は、施行規則に定める。 

（規則等への委任） 

第 97 条 協議会の運営に必要な規則、規程等は、別に理事会で定める。 

（実費弁償） 

第 98 条 協議会は、その活動に従事した理事及び部会員等に対し、実費弁償をすることができ

るものとする。 

 

 附 則 

（施行期日） 

第１条 この規約は、平成 21 年 11 月 14 日から施行する。 

（評議員等の任期に関する経過措置） 

第２条 第９条に定める評議員、第 26 条に定める理事、第 49 条に定める委員長及び副委員長、

第 59 条に定める部会長及び副部会長並びに第 90 条に定める監事の平成 21 年 11 月 14 日から

始まる任期については、第 12 条第１項中「選出後２年以内に終了する事業年度のうち、最終

のもの」とあるのを、「平成 21 年度 11 月 14 日から始まる事業年度」と読み替えるものとする。 

（会計年度に関する経過措置） 

第３条 平成 21 年 11 月 14 日から始まる協議会の会計年度は、第 78 条の規定に関わらず、平成

21 年 11 月 14 日から平成 22 年３月 31 日までとする。 

（事業計画等に関する経過措置） 

第４条 協議会は、桔梗が丘まちづくり委員会の平成 21 年度に係る事業計画及び予算並びに平
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成 21 年４月１日から平成 21 年 11 月 14 日までの決算内容を引き継ぐものとする。 

附 則 

この規約は、平成 22 年５月８日から施行し、平成 22 年４月１日から適用する。 

この改定規約は、平成 26 年５月 17 日から施行し、平成 26 年４月１日から適用する。 

この改定規約は、平成 28 年５月 21 日から施行し、平成 28 年４月１日から適用する。 

この改定規約は、平成 29 年５月 20 日から施行し、平成 29 年４月１日から適用する。 
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桔梗が丘自治連合協議会規約施行規則 

(趣旨) 

第１条 桔梗が丘自治連合協議会規約(以下「規約」という)の規定に基づき、必要な事項を定める。 

(ブロック) 

第２条 規約第４０条第１項に規定する桔梗が丘２４区の４ブロックについて、次のとおり定める。 

第１ブロック １番町区、２番町第１区 (１、２、３街区)、２番町第２区（４、５街区）、 

２番町第３区（６、７街区）、３番町区 

第２ブロック ４番町区、６番町区（６番町全域及び７番町３街区 1～14 番地）、 

７番町第１区（１街区及び 1～14 番地を除く３街区）、７番町第２区（２街区） 

８番町第１区（２街区以外の８番町）、８番町第２区（２街区） 

第３ブロック ５番町第１区（１，２，３、６街区）、５番町第２区（４，５，11，12 街区）、 

５番町３区（７，８，９，10 街区）、南第１区（南１番町１、２街区）、 

南第２区（南１番町３街区、南２番町１、２街区）、 

南第３区（南３番町１、２、３街区、南４番町１街区） 

第４ブロック 西１番町区、西２番町区、西３番町区、西４番町区、西５番町区、西６番町区、 

西７番町区、 

 

（委員会の業務範囲） 

第３条 規約第４７条第２項に規定する委員会の業務範囲は、次のとおり定める。 

（１）総務委員会 

① 総会、理事会、自治連合会の運営に関する事項 

② 規約、規則等の制定及び改正並びに廃止に関する事項 

③ 決算及び予算並びに事業計画の原案調整等の財務に関する事項 

④ 協議会の運営に対する円滑化に関する事項 

⑤ 指定管理者制度に関する事項 

⑥ その他、事業部会及び他の委員会に属しない事項 

（２）企画運営委員会 

① 規約第６条に規定する「地域ビジョン」の策定推進に関する事項 

② コミュニティビジネス等、事業部会に対する新規事業の検討及び支援に関する事項 

③ 事業部会の事業活動に対する評価及び検証に関する事項 

④ 将来に向けての協議会運営の基本的方針に関する事項 

⑤ その他、協議会の企画運営に関する事項 

（３）広報委員会 

① 協議会の広報紙の発行及び編集方針に関する事項 

② 協議会のホームページの管理運営に関する事項 

③ 協議会の内外における情報の収集及び提供に関する事項 

④ その他、広聴及び広報活動に関する事項 

(事業部会の事業範囲) 

第４条 規約第 57 条第２項に規定する事業部会の事業範囲を、次のとおり定める。 
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（１）健康推進部会 

① 地域住民の健康増進に関する事業 

② スポーツや行事を通じた、親子や住民間の親睦及び絆づくり推進事業  

（２）住民交流部会 

① 地域住民の交流イベント等に関する事業 

② 地域住民の連帯感の向上及びふれあいに関する事業 

③ 地域活性化への取り組みに関する事業 

④ 人材バンクの創設及び運営支援に関する事業 

⑤ 地域ポテンシャルの発掘形成に関する事業 

（３）教育文化部会 

① 生涯学習の展開に関する事業 

② 青少年の健全育成に関する事業 

③ 地域間及び世代間の交流推進に関する事業 

④ 地域の伝統文化の継承及びスローライフ社会への取り組みに関する事業 

⑤ 文化、スポーツ及びレクリエーションに関する事業 

（４）生活安全部会 

① 安心安全な地域社会の構築推進及び啓発活動に関する事業 

② 安全で快適な犯罪のない地域防犯活動の連携に関する事業 

③ 防災のハード及びソフトの基盤づくりに関する事業 

④ 快適な交通環境づくりに関する事業 

（５）快適環境部会 

① 地域の生活環境と自然緑化の保全活動に関する事業 

② 生活に憩いと潤いを与え、安らぎのある地域づくり並びに快適環境の創造に関する事業 

③ 環境美化マナーの啓発活動に関する事業 

④ 自然との交流及びスローライフ構想の推進に関する事業 

⑤ 省資源及びリサイクルの展開に関する事業 

（６）地域福祉部会 

① 社会的援助を必要としている高齢者等を対象とした支援事業 

② 高齢者等を対象とした生きがいづくりの支援事業 

③ その他、地域福祉の改善に向けた事業 

（情報公開の手続） 

第５条 規約第 94 条第３項に規定する情報公開の手続きは、第６条から第１３条に定める。 

（公開の情報） 

第６条 公開請求できる情報は、以下に掲げる事項とする。 

（１）協議会が保有する全てを公開することを原則とする。 

（２）協議会が運営及び活動を行うに際して作成し、保存期限内にある資料とする。 

(非公開の情報) 

第７条 非公開もしくは公開を拒否する情報は、以下に掲げる事項とする。 

（１）個人のプライバシーの保護等に関わる個人情報 

（２）法人及び団体等の権利侵害等に及ぶ情報 
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（３）協議会の会議等における個人が特定される発言等の情報及び意思決定の中立性が損なわれる 

と判断される情報 

（請求の手続） 

第８条 情報公開請求を行う場合は、以下に掲げる事項を明記し、協議会に提出する。 

（１）公開を求める情報の内容 

（２）情報の使用目的 

（３）情報の適正な使用の誓約 

（４）請求者の住所及び氏名 

（公開、非公開の決定） 

第９条 協議会は、開示請求を受理した日から１５日以内に公開又は非公開を決定し通知しなけれ 

ばならない。 

２ 非公開と決定したときは、その理由を明らかにしなければならない。 

（公開の限度） 

第 10 条 公開の範囲は、以下に掲げるものとする。 

（１）全部開示：請求者の求める情報を全て開示するもの 

（２）部分開示：非開示の情報が有し開示するもの 

（３）非開示：請求者の求める情報を全て開示しないもの 

（４）不存在：請求者が求める情報が存在しないため開示できないもの 

（請求者の責務） 

第 11 条 請求者は、公開された情報を適正に使用しなければならない。不当な使用により、他人の権

利を侵害等問題が生じたときは、請求者が誠意を持って解決しなければならない。 

(費用の負担) 

第 12 条 請求者は、情報の写しの作成及び送付に関する費用を負担しなければならない。 

(不服申立) 

第 13 条 不服申し立て等は、名張市情報公開条例に準拠する。 

(監査請求) 

第 14 条 規約第 96 条第２項に規定する監査請求の手続きは、第 15 条から第 18 条に定める。 

(監査請求事項) 

第 15 条 監査を請求できるのは、財務会計上の違法又は不当な行為により、以下の事項において会員

に損害を生じさせた場合に限られる。 

（１）公金の支出 

（２）財産の取得、管理、処分 

（３）契約の締結、履行 

（４）債務借入等の義務負担 

（５）公金の賦課及び徴収義務に対する事実 

（６）財産管理の義務に対する事実 

（請求の期限） 

第16条 監査請求の期限は、違法、不当な行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは、

監査請求することはできない。ただし、正当な理由があると認められる時は、この限りではない。 

（請求手続） 
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第 17 条 監査請求を行う場合は、以下に掲げる事項を明記し、協議会に提出する。 

（１）措置請求の要旨 

  イ 監査請求組織及び対象者 

  ロ 財務会計上の行為の内容 

  ハ 行為による損害の内容 

  ニ 請求措置の内容 

（２）請求者の住所及び氏名 

（監査結果通知） 

第 18 条 監査結果は、請求のあった日から６０日以内に請求者に通知しなければならない。 

 

附則 

この施行規則は平成 21 年 11 月 14 日から施行する。 

この施行規則は平成 22 年５月８日から施行し、平成 22 年４月１日から適用する。 

 

  



- 80 - 
 

会計処理規程 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、桔梗が丘自治連合協議会規約第 10 章の規定に基づき、桔梗が丘自治連合協議会

（以下「協議会」という。）の財産及び会計に関する基準を定める。 

（会計区分と処理原則） 

第２条 協議会の会計は、協議会会計及び市民センター会計並びに特別に設置を必要とする場合の特

別会計とし、規約及びこの規程の定めるところにより処理するものとする。 

（会計年度） 

第３条 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。 

（会計の総括） 

第４条 協議会の会計は、協議会会長（以下「会長」という。）が総括する。 

（会計担当理事） 

第５条 会計を担当する理事は、会計統括責任者とする。 

２ 会計の実務は、センター長の監督のもと、原則として会計統括責任者が行う。  

（総務委員長の承認） 

第６条 協議会会計の支出処理については、会計担当理事は、総務委員長の事前承認を受けるものと

する。ただし、総務委員会に係る支出処理については、会長の事前承認を受けるものとする。 

（出納印の管理） 

第７条 出納印は、施錠の出来る印鑑収納箱に収納し、会計担当理事が管理する。 

（収支累計表の作成） 

第８条 会計担当理事は、協議会会計及び市民センター会計毎に、別に定める収支累計表を毎月作成

し、総務委員長を経由して会長の承認を得るものとする。 

（帳簿書類の保存及び処分） 

第９条 会計に関する帳簿等の保存期間は、次のとおりとする。 

 （１）収支予算書及び収支決算書        10 年 

 （２）経理の元帳・現金出納帳・預金出納帳   7 年 

 （３）計算書類及び証拠書類          7 年 

 （４）備品台帳              永久保存 

 （５）その他の関係書類            5 年 

２ 前項の帳簿等の保存期間は、帳簿等の閉鎖の日の属する事業年度の決算に関する定時総会の日の

翌日から起算する。 

３ 帳簿等の保存期間の満了後、廃棄するときは、その帳簿等の明細を作成し、事前に会長の決済を

受けるものとする。 

 

第２章 金銭出納 

（証拠書類の授受） 

第 10 条 金銭の収納は、原則として、領収書その他の証拠書類を発行し、支払いについては、支払先
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から、領収書その他の証拠書類を受領するものとする。ただし、銀行等の振込みによる収納又は支

払いの場合は、取り扱い銀行等の領収書その他の証拠書類をもってこれに代えることができる。 

（支出手続） 

第 11 条 協議会会計における支出は、委員長又は事業部会長が提出する別に定める「支出依頼書」に

基づき、別に定める会計伝票で行うものとする。 

２ 市民センター会計における支出は、会計伝票で行い、センター長の承認を要するものとする。た

だし、一件 ５万円以上の支出については、事前に、別に定める「支出決裁書」を要する。人件費

の支出については、会長の事前決済を要するものとする。 

（前金払及び概算払） 

第 12 条 経費の性質上又は業務運営上必要あるときは、前金払い又は概算払いすることができる。 

（銀行等金融機関との取引） 

第 13 条 銀行及びその他の金融機関と取引を開始し又は廃止するときは、理事会の承認を必要とする。 

（余裕金の運用） 

第 14 条 協議会会計及び市民センター会計における業務運営上の余裕金は、金融機関に預金するもの

とする。 

２ 前項の預金の種類及び金額等については、理事会で決定する。 

（手元現金） 

第 15 条 会計担当理事は、市民センター会計に、日々の現金支払いに充てるため、手元現金を置くこ

とができる。 

２ 前項の手許現金の保有限度額は、原則として、２０万円とし、その受払い及び保管は、会計担当

理事があたる。 

（残高照合） 

第 16 条 会計担当理事は、毎日、現金出納締切後、その残高を現金出納帳と照合しなければならない。 

２ 預金は、毎月末現在で、預金先金融機関の通帳等と、預金出納帳を照合しなければならない。 

 

第３章 契約 

（契約書の作成） 

第 17 条 契約を締結しようとするときは、その履行に関し必要な内容を記載した契約書を作成しなけ

ればならない。ただし、軽易な契約については、契約書の作成を省略し、これに代わる書類をもっ

て処理することができる。 

（契約の締結） 

第 18 条 契約の締結は、会長が行うものとする。 

 

第４章 資産 

（運用資産の管理） 

第 19 条 会計担当理事は、備品台帳を備え付け、物件毎に、その取得年月日、種類等必要事項を記載

するものとする。 

２ 会計担当理事は、毎事業年度末の資産の現状について調査を行い、備品台帳と照合しなければな

らない。 
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第５章 予算 

（予算の執行と流用） 

第 20 条 事業活動に伴う予算の執行は、委員会及び事業部会並びに市民センターの年度事業計画の事

業費の範囲内で行うものとする。 

２ 規約第 83 条第３項中「緊急に新たな事業の実施の必要が生じたとき、或いは、事業計画の変更の

必要が生じたとき」とは、年度事業計画に新たな事業項目を追加することをいうものとする。 

３ 前項の場合に要する予算は、理事会の承認により、予備費の残額の範囲内で流用することができ

る。ただし、その予算が、予備費の残額を超えると見込まれる場合は、事前に総会の承認を要する

ものとする。 

４．予算書勘定科目の「目」において、予算の流用を行う必要が生じた場合は、会長の事前決裁によ

り行うことができる。また、理事会がやむを得ない事情が生じたと認めたときは、「項」間の流用を

行えるものとする。 

５．収入を伴う事業については、その事業の経費の総額から、その収入を控除した額を事業費とする

ことができるものとする。 

 

第６章 雑則 

（規程の改廃） 

第 21 条 この規程は、理事会の承認により改廃することができる。 

 

附則 

 この規程は、平成 21 年 11 月 14 日から施行する。 

 この改定規程は、平成 23 年４月１日から施行する。 

 この改定規程は、平成 27 年４月１日から施行する。 

 この改定規程は、平成 29 年 4 月 22 日から施行し、平成 29 年 4 月 1日から適用する。 
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市民センター管理運営規程 

 
第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、桔梗が丘自治連合協議会規約（以下「規約」という。）第 7 章の規定に基づき、

桔梗が丘自治連合協議会（以下「協議会」という。）が、名張市の指定管理者制度により行う市民セ

ンターの管理運営について、必要な事項を定める。 

（対象施設） 

第２条 市民センターとは、桔梗が丘市民センター及び桔梗が丘南市民センターをいう。 

 

第２章 管理運営 

（管理運営） 

第３条 市民センターの管理運営は、社会教育法等の関係法令及び名張市市民センター条例等並びに

市民センター指定管理者協定書等に基づき、善良なる管理者の注意をもって行うものとする。 

２ 前項の内容に基づき運営をおこない、原則として、営利を目的とした物品又は権利の販売又は宣

伝（以下「物品販売等」という。）はできない。 

３ あらかじめ協議会会長及び市民センター長に別紙申請書を提出して許可を受けることで、次の場

合に限り物品販売等を行うことができる。 

① 桔梗が丘連合協議会（各委員会・各部会・各プロジェクト事業）が主催の行事 

② 市民センター（各サークル活動を含む）が主催する行事 

③ 協議会会長及び市民センター長が特別に必要と認めた行事 

４ ただし、協議会会長及び市民センター長が、社会教育法等の関係法令及び名張市市民センター条

例等並びに市民センター指定管理者協定書等に抵触すると判断した場合は、販売許可を取り消すこ

とができる。 

第３章 市民センター長 

（市民センター長の選出） 

第４条 市民センター長（以下「センター長」という。）は、桔梗が丘地区の住民で、社会教育及び市

民センターの運営に理解があり、事業に熱意のあることを条件に、公募及び推薦による応募者から、

次条に規定するセンター長選考委員会（以下「選考委員会」という。）で、センター長候補者１名を

決定する。 

２ 前項のセンター長候補者は、理事会の承認を得て、協議会の会長が、センター長に任命する。 

（選考委員会） 

第５条 センター長を選出する場合は、その都度、選考委員会を設置しなければならない。 

２ 選考委員会の委員（以下「選考委員」という。）の定数は、７名以内とし、協議会の会長が委員長 

となる。 

３ 選考委員は、市民センター運営審議会委員及び市民センター運営委員会委員並びに協議会理事等

の中から協議会の会長が委嘱する。 

４ 選考委員の氏名は、理事会に報告しなければならない。 

（センター長の責務） 
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第６条 センター長は、社会教育法等の関係法令及び名張市市民センター条例等並びに市民センター

指定管理者協定書等を遵守すると共に、市民センターの社会的役割を認識し、地域の文化振興及び

生涯学習等の適切な事業を行い、その責務を果たすものとする。 

（センター長の任期） 

第７条 センター長の任期は、１期３年とし、再任を妨げない。ただし、任期の限度は、原則２期と

する。 

（センター長の勤務） 

第８条 センター長は、半日単位で週３日の勤務とする。 

（センター長の職務） 

第９条 センター長は、指定管理者制度の本旨に従い、市民センターの施設管理及び業務全般を統括

するものとする。 

（センター長の報酬） 

第 10 条 センター長の報酬は、理事会で定める。 

（センター長の解任） 

第 11 条 センター長として不適格と判断される状況が生じた場合は、協議会の会長は、市民センター

運営審議会に諮問するものとする。 

２ 協議会の会長は、市民センター運営審議会の答申に基づき、理事会の承認を得て、センター長を

解任する事ができる。 

３ 前項の場合、市民センター運営審議会及び理事会において、センター長に弁明の機会を与えなけ

ればならない。 

 

第４章 市民センター運営審議会 

（目的） 

第 12 条 市民センター運営審議会（以下「審議会」という。）は、別に定める「市民センター運営審

議会規則」に従い、市民センターがその社会的役割を果たすため、市民センターの運営方針等その

基本的事項及び協議会と市民センターとの連携活動について審議し、協議会とセンター長及び職員

が、認識を共有することを目的とする。 

２ 審議会は、必要に応じ、その審議の内容を、理事会に報告するものとする。 

 

第５章 市民センター運営委員会 

（目的） 

第 17 条 市民センター運営委員会（以下「運営委員会」という。）は、市民センターの運営の適正を

期するため、具体的な運営内容等について、センター長の諮問に答申する他、意見を具申し又は建

議することができる。 

２ センター長は、前項の答申及び意見は、これを尊重しなければならない。 

（委員の委嘱） 

第 18 条 委員の定数は、２０名以内とし、センター長が委嘱する。 

２ 委員の構成は、原則として次のとおりとする。 

 （１）地域内に設置された保育園、幼稚園、小学校、中学校の代表者１名（輪番制） 

 （２）桔梗が丘自治連合協議会から若干名 



- 85 - 
 

 （３）市民センターサークル参加者の中から若干名 

 （４）市民センター事務局代表 

 （５）学識経験者の中から若干名 

 （６）その他センター長が必要と認める者 

３ 運営委員会は、次の役員を置くことができる。 

 （１）委員長  １名 

 （２）副委員長 ２名 

 （３）書記   １名 

４ 運営委員会の役員は、委員の互選により選出する。 

（委員の任期） 

第 19 条 委員の任期は、毎年４月１日から翌年３月３１日まで１年とする。 

２ 委員の再任は、妨げない。 

３ 任期満了前に退任した委員の補欠又は増員された委員の任期は、他の在任委員の任期の残任期間 

と同一とする。 

（運営委員会の会議） 

第 20 条 運営委員会は、必要に応じ、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立する。 

３ 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数の時は、議長の決するところによる。 

 

第６章 雑則 

（規程の改廃） 

第６章 雑則 
（規程の改廃） 
第 21 条 協議会の会長は、この規程を改正又は廃止しようとする場合は、事前にセンター長と協議す

るものとする。 
２ この規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。 
附則 
この規程は、平成 21 年 11 月 14 日より施行する。 

この改正規程は、平成 22 年４月１日から施行する。 

この改定規程は、平成 23 年４月１日から施行する。 

この改定規程は、平成 28 年４月１日から施行する。 

この改定規程は、平成 29 年４月１日から施行する。 

 

 



 



桔梗が丘の人口と世帯数    平成３１年４月１日現在 

町名 世帯数 
人口 

総数 男性 女性 

桔梗が丘１番町 288 584 268 316 

桔梗が丘２番町 543 1,257 598 659 

桔梗が丘３番町 424 927 421 506 

桔梗が丘４番町 512 1,129 534 595 

桔梗が丘５番町 1,046 2,449 1,199 1,250 

桔梗が丘６番町 263 593 281 312 

桔梗が丘７番町 299 613 282 331 

桔梗が丘８番町 383 877 418 459 

桔梗が丘地区計 3,758 8,429 4,001 4,428 

桔梗が丘南１番町 221 504 235 269 

桔梗が丘南２番町 147 319 148 171 

桔梗が丘南３番町 241 529 250 279 

桔梗が丘南４番町 20 42 20 22 

桔梗が丘南地区計 629 1,394 653 741 

桔梗が丘西１番町 194 507 248 259 

桔梗が丘西２番町 124 336 157 179 

桔梗が丘西３番町 349 976 470 506 

桔梗が丘西４番町 262 736 364 372 

桔梗が丘西５番町 158 534 264 270 

桔梗が丘西６番町 186 523 262 261 

桔梗が丘西７番町 108 321 166 155 

桔梗が丘西地区計 1,381 3,933 1,931 2,002 

合 計 5,768 13,756 6,585 7,171 

 

桔梗が丘自治連合協議会事務局（桔梗が丘市民センター内） 

名張市桔梗が丘６番町１街区１３１番地の４ 

電話番号 ０５９５－６５－１２０６ 

ホームページ http://www.kikyogaoka.jp/index.html 

メールアドレス info@kikyogaoka.jp 

桔梗が丘市民センター 

ホームページ http://www.emachi-nabari.jp/kikyou/kouminkan/index.html 

メールアドレス kikyou-ko@emachi-nabari.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


